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 １．議事日程（平成30年第１回北広島町議会定例会） 

平成 ３ ０年 ３ 月 ７日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

於 議 場 

日程第１  一般質問 

 

一般質問 

 ≪参考≫ 

服 部 泰 征 これからの北広島町消防団について 

 どうなる？今後の住環境 

湊   俊 文 広島広域都市圏協議会及び連携中枢都市圏構想における諸事業

について 

千代田運動公園多目的広場の人工芝変更について 

敷 本 弘 美 認知症施策の推進について問う 

放課後デイサービス参入の現状を問う 

大 林 正 行 「ネウボラきたひろしま」の取り組みを問う 

北広島町ブランド認定制度の創設を 

梅 尾 泰 文 ふるさとは守れるか 

森 脇 誠 悟 豪雪・寒波時のインフラ確保にどう取り組むか 

 

 ２．出席議員は次のとおりである。 

 

 １番 浜 田 芳 晴  ２番 美 濃 孝 二  ３番 真 倉 和 之 

 ４番 湊   俊 文  ５番 敷 本 弘 美  ６番 森 脇 誠 悟 

 ７番 宮 本 裕 之  ８番 山 形 しのぶ  ９番 亀 岡 純 一 

１０番 梅 尾 泰 文 １１番 室 坂 光 治 １２番 服 部 泰 征 

１３番 伊 藤   淳 １４番 中 田 節 雄 １５番 大 林 正 行 

１６番 伊 藤 久 幸     

 

 ３．欠席議員は次のとおりである。 

 

な し      

 

 ４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

 

町 長 箕 野 博 司 副 町 長 中 原   健 教 育 長 池 田 庄 策 

芸北支所長 成 瀬 哲 彦 大朝支所長 清 水 繁 昭 豊平支所長 堂 原 千 春 

危機管理監 五反田   孝 総 務 課 長 古 川 達 也 財 政 課 長 信 上 英 昭 

企 画 課 長 畑 田 正 法 税 務 課 長 浅 黄 隆 文  福 祉 課 長 清 見 宣 正 
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保 健 課 長 福 田 さちえ 農 林 課 長 落 合 幸 治 商工観光課長 沼 田 真 路 

建 設 課 長 砂 田 寿 紀 町 民 課 長 坂 本 伸 次 上下水道課長 中 川 克 也 

消 防 長 石 井 雅 宏 生涯学習課長 西 村   豊 会計管理者 畑 田 朱 美 

国土調査事務所所長補佐 中 川 俊 彦     

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員 

 

  議会事務局長  松 浦   誠    議会事務局  田 辺 五 月 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午 前 １０時 ００分  開 議 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（伊藤久幸） おはようございます。ただいまの出席議員は１６名です。定足数に達してお

りますので、これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付し

たとおりです。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議長（伊藤久幸） 日程第１、一般質問を行います。質問の通告が重複したものもありますので、

答弁が終わったものについてはご配慮下さい。質問時間は３０分以内で、また答弁においても

簡潔に行うようにお願いしておきます。登壇して、マイクを正面に向けて行ってください。質

問の通告を受けておりますので、１２番、服部議員の発言を許します。 

○１２番（服部泰征） おはようございます。１２番、服部泰征です。前回に引き続き１番という

ことで、くじ運がいいのか悪いのかわかりませんが、トップバッターということでしっかり務

めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、先般通告しております、こ

れからの北広島町消防団についてと、どうなる今後の住環境の２点について質問いたします。   

まずは、１点目、これからの北広島町消防団についてです。地域において、安心・安全な生活

を送っていく上で欠かせないのが消防団です。しかしながら全国的に減少しているのが現状と

いえます。インターネットで調べてみると、総務省消防庁のデータでは、１０年前の平成２０

年４月１日における団員数は８８万８９００人でありましたが、平成２９年４月１日には８５

万３３１人となっており、３万８５６９人の減少となっているそうです。また、日本消防協会

のデータにおいても、１０年前の平成２０年１０月１日における団員数は８９万１２９３人で

したが、平成２９年１０月１日には８５万４１４１人となっており、３万７，１５２人の減少

となっています。若干データは違いますが、やっぱり４万人弱の減少となっているようです。

団員数が減少している原因としては、少子高齢化や農村部から都市部への人口異動による人口
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の減少によるもの、主要な団員の構成員が農家や個人商店などの地元での自営業から会社勤め

のサラリーマンなどに推移し、就業形態が変化したことによるもの、企業において、消防団活

動に対する認識が低下し、それに伴って、従業員が就業中に緊急出動などのため、職場を離れ

ることへの理解不足によるもの、アパートなどの居住がふえ、地域コミュニティへの参加者が

減少していることによるものなどが考えられると思います。また、個人においても地域を守る

ボランティアであるという精神が減少しているなど、考え方が変化している。定期的に開催さ

れる消防操法大会への練習参加などの負担が大きいといった声も聞こえてきます。しかしなが

ら、やはり地域の状況を知っている消防団は、火災のみならず、災害時や緊急時に必要である

といえます。最近でも山口県周防大島町にて起こった断水にて、地域の実情を知る消防団が水

を配った記事があり、いろいろな活動をしているなというふうに考えさせられました。   

地域防災の要といえる消防団員が減少していくと、災害時や緊急時に支障が出てくることが大

いに予想されます。全国と同様に消防団員の数の減少の状況は北広島町においても当てはまる

ことと思われ、早急な対策が必要と思われるので、今後の対策について伺います。まず、１点

目、北広島町における現時点での消防団の団員数は何人でしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 北広島町における消防団員数は、平成３０年１月末での数は７５４

人です。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） ７５４人ということですが、その数は、北広島町の定員に達しているんで

しょうか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 条例定数では７９５人ですが、４１人定数には達しておりません。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） ７５４人、４１人不足ということですが、男女比や年齢層、地域ごとの状

況というのは、どうなっているでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 消防団員７５４人のうち男性７５２人、女性２人です。年齢層は２

０代５９人、率にして８％、３０代２１１人、２８％、４０代３１８人、４２％、５０代１３

６人、１８％、６０歳以上が３０人で４％です。地域ごとの団員数は、芸北地域が１７０人、

大朝が１５０人、千代田が２５２人、豊平が１８２人です。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） その状況は、北広島町が目標としている地域ごととか男女比、年齢層の数

に対して、どのような状況でしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 団員数は、合併時の平成１７年との比較で５０人、約６．２％減少

しております。平成１８年には条例定数を８４０人から現行の７９５人に見直しています。人

口減少や車両、設備などの状況も踏まえ、今後の消防団のあり方も検討させていただきたいと

思っております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） じゃあ特に、例えば年齢層何代が多いとか、もうちょっと女性がふえてほ
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しいとか、そういった、地域はもう何人が要るとかいう、具体的な目標は特にないということ

ですか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 地域によっては、消防車を動かす人数が足らないとかいうとこもあ

りますので、そういうことも考えながら、今後検討させていただきたいと思っております。以

上です。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） この減少を続ける消防団員への対策として特定の活動、役割のみに参加す

る機能別団員や機能別分団の制度を活用する動きも出ています。総務省消防庁のホームページ

では、機能別消防団員として火災予防団員や広報団員、ＯＢ団員などがあるとのことでした。

また、機能別消防分団として、バイク隊や女性消防分団、大規模災害のみ活動する分団などが

あるとのことでした。中国地方でも廿日市市が導入しており、元消防団員や元消防職員による

豊富な経験と技能を生かして後方支援等を行う消防協力隊、大規模災害時の避難所で後方支援

や避難所運営をしたり、また広報活動も担う女性消防隊や学生消防隊が誕生したとのことです。

北広島町においても、幅広く人員を集めるためには有効だと考えられるので伺います。今後、

機能別分団や機能別団員の制度を導入する予定はあるでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 機能別分団、機能別団員の制度については当面考えておりません。

今後必要に応じ、研究してまいります。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） その当面考えていない理由というのは何かあるんですか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 女性分団とか機能別団員、総務省のホームページなんか載っており

ますバイク隊とかボートの免許持った、そういうふうなものもありますけども、当町の場合、

そこまで分けていくようなことがあれば機能別分団を作ったり、機能別団員制度を考えていか

なければならないんですけど、今のところ、必要性が今のところ感じられないということなの

で、導入の計画はしておりません。機能別団員のようなことは女性の方に広報とか、いろんな

行事を手伝ってもらったりはしております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） 災害時に女性などに手伝ってもらうということはあると思うんですけど、

ある程度規定をして規約を結んでないと、もしけがが起きたりとか、そういったときには、や

っぱり補償ができないので、そういったことをもしお願いするなれば、ちゃんと、これからは

分団設けて補償していくべきだと思うんですが、どうでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 機能別団員とか機能別分団が導入した際は、もちろんそういうこと

考えていきたいと思っております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） 分かりました。近年では、最新技術の発達により便利な機能を持つ機器が

多く生まれています。その一つにドローンがあり、航空写真や映像の撮影、農薬散布、鳥獣対

策、道路や橋などの建造物の点検、確認、土木などの測量や計測に使われています。また、災
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害に人が入れないところに行けるなど、かなりメリットがあり、導入を検討している自治体も

多いと思われます。伺います。北広島町でも災害時においてドローンなどの最新機器の活用は

考えているでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 現在のところ、消防団にドローンの導入については考えておりませ

ん。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） その考えてない理由とかというのは教えてもらうことはできますか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 消防団でいえばドローンより、むしろもっと設備を充実したいもの

もありますので、そちらを優先にしたほうがいいかなと考えております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） 確かにドローン購入したり点検というのはお金がかかると思うんですけど、

それに費用がかかる、また免許というのも必要になってくるというのはわかるんですが、災害

のみで、消防団として購入するというのは非効率だと思うんですけど、例えば農業とか計測な

どの仕事で使用している企業とか会社、また、趣味で使用している個人と契約を結んでおいて、

災害時にそういった活用してもらうという考え方はできないでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 今言われたような委託といいますか、協定といいますか、そういう

ことについては今後考えていきたいと思っております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。この前、川で捜索行った

ときに、向こう岸に渡れなくて、必要性を感じたので、言わせていただきました。消防団では、

訓練などがあった後、パレードや消防設備の点検に回ります。その際、不具合のある防火水槽

や看板などがあった際には担当課に届け出ると思うのですが、なかなか直らないところもある

と聞いていますので、伺います。町内で消防設備、防火水槽や看板などの現状はどうなってい

るでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 町内での防火水槽や看板については、先ほど言われたように消防団

で点検をし、管理しております。問題があれば、その都度、予算の範囲で対応していくように

しております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） 現状、不備のある箇所とかというのはないということですか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 今現在危険とか、そういう箇所についてはないように考えておりま

す。防火水槽などの看板の文字の薄いようなところについては、新品の看板を購入しておりま

すので、その都度、消防団のほうから報告があれば、取りかえをしていただくようにお願いし

ております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） 随時、報告を受けたら更新していくと。それは例えば年度内に終えるとか、
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そういった、いつまでというのは具体的な決め事みたいなのはあるんですか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 設備の状況によっては予算措置などが必要なものもございます。予

算がある範囲は年度内に対応いたしますが、予算がもしない場合には次年度に予算要求をした

りして、順次対応させていただきます。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） はい、分かりました。かつては、地域の自営業が多かった消防団員も、近

年では会社勤めのサラリーマンが多くなっているのが現状だと思われます。有事の際に仕事を

抜けたり、夜間を通して出勤出動した翌日の勤務では、出勤時間を調整できるなど、ある程度、

職場の理解がないと難しい面が多いと思われます。日中の出動を出勤扱いにする、または給与

の保障するなど、企業との交渉も必要だと思われます。緊急時に出動しやすい体制にするため

に対策等は立てておられるでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 緊急時に出動しやすい体制にするために町内各事業所に消防団協力

事業所制度による認定をお願いしているところです。この制度は、全消防団員の約７割が非雇

用者であることから、消防団員を雇用する事業所に勤務期間中の消防団への便宜や従業員の入

団促進などご協力をいただく制度です。北広島町では、現在１８の事業所を認定し、協力をい

ただいております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） それは増やしていく取り組みというのは逐一されているということですか

ね。わかりました。社会環境や地域社会に対する考え方など、昔より変化していることは多々

あると思われます。この北広島町の地域において、消防団は今後どのような役割を求められて

いくとお考えでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 消防団は、地域における消防防災のリーダーとして、平常時・非常

時を問わず、その地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担います。地域

の実情に精通した消防団には、近年では、ひとり暮らしの高齢者宅への防火訪問や応急手当の

普及指導などの活動も求められてきております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） 団員になられた方には、もちろん、好きだからの理由や地域へ貢献するた

めなどの理由の方もおられると思いますが、勧められたので仕方なくであったり、地域でほか

に適材な人がいなかったからなどの理由の方もおられると思います。また、入られても、土日

が子供の行事でつかえたり、夜勤などの勤務や子供の習い事、自分の習い事などの関係で操法

大会の練習ができないなどで参加しづらい場合もあると思われます。生活が多様化している現

在では仕方のないことであると思いますが、何かしらの対策が必要ではないでしょうか。最後

の質問です。このような状況において、団員数を増やすための取り組みはどのように考えてお

られますか。 

○議長（伊藤久幸） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 先ほどの消防団協力事業所制度や住民の方への消防団活動の理解な

ど広報周知に努め、団員の確保を図ってまいります。以上です。 
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○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） 北広島町消防団は、先般の操法県大会で３位になるなど、とても優秀な成

績をおさめられています。大変すばらしいことです。面積の広い北広島町では地域をよく知る

消防団による対応がとても重要になると思われます。さまざまな方が柔軟なかかわり方ができ

るような仕組みになることを願いまして、この質問を終わらせていただきます。続きまして、

２点目の質問に移ります。どうなる、今後の住環境についてです。北広島町では、空き家が増

えている一方、中心地やその周辺では新しいアパートや一戸建が多く建っています。その新築

物件に北広島町以外の方が転入して居住されるのであれば、人口も増えるためいいことなんで

すが、実態としては、同じ北広島町内での異動も相当数あると思われます。日本は現在、人口

が減少する時代に突入しています。しかしながら、このような状況の中でも依然として新築住

宅が建てられています。とても不思議なのですが、調べてみると幾つかの理由がありそうです。

例えば不動産会社のビジネスの方法が、つくっているという形であるため、空き地などに対す

る相続税評価額対策のため、新築に対するローンのほうが優遇措置のメリットが大きいため、

人口減だが核家族化が進み、世帯数は増えていて需要があるためなどが挙げられると思います。

しかしながら、新築住宅への居住が増えると、残されて住む人がいなくなった家屋はいずれ空

き家になる。取り壊すと固定資産税が上がるため、そのまま放置されるといった悪循環が生ま

れ、さらに空き家が増加してしまいます。また、懸念されるのがインフラの整備です。もし居

住地として整備されていない土地にアパートなどが増えてしまうと、道路などの整備、維持や

災害対策でも公費が必要となる場合があり、将来的な負担が上がってしまうことも考えられま

す。もちろん民間企業や個人による建築に対し、行政がかかわるのは難しい面もあるかと思わ

れますが、そのような新築住宅の増加やそれに伴う空き家の増加、町内間での異動や引っ越し

は、北広島町における北広島町総合戦略や都市計画マスタープラン、コンパクトシティへの取

り組み、また現在策定されている北広島町地域公共交通網形成計画や協働のまちづくりに大き

く影響してくると考えられます。このような流れをどのように受けとめておられるか、伺いま

す。まず、１点目、空き家が進んでいるのは、どの地域が多いのでしょうか。また、その傾向

等がわかればお願いします。 

○議長（伊藤久幸） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） 空き家が進んでいる地域でございますけども、平成２６年度に空き家実

態調査を実施しております。その結果から、各地域の世帯数に対する空き家数の割合の高いほ

うから、芸北地域、豊平地域、大朝地域、千代田地域となっております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） では、北広島町が考える、そこに至るまでの主な原因は何だと考えておら

れるでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） 空き家に至る主な要因ですけども、それぞれいろいろな事情により家を

空けられるのだと思っておりますけども、空き家バンクに登録をしていただく際に聞き取りを

しておりますが、その中で、高齢化に伴い、町外に住む子供との同居、生活や医療の面での不

安の少ない広島市等への引っ越し、あるいは施設への入所などを理由として、住んでいた家が

空き家になるというふうな声をお聞きしております。また、ひとり住まいの方が亡くなられて、

そのまま空き家になる場合も多くあると思っております。 
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○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） 一部の地域、特に中心地ですが、アパートや新築の一戸建が次々と建てら

れていますが、住まれる方は町外の方が多いのか、それとも町内の方の異動が多いのか、把握

はされているでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） この異動の内容につきましては特に調査したものはございません。けれ

ども、町内の企業に勤務するために町外から入居される方も多いというふうに見ております。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） 町内間での異動はわからないということですか。はっきりしたデータがな

いということですか。今、この異動とか、そういったのは北広島町総合計画とか北広島町都市

計画マスタープラン、まちづくり等の各種計画に鑑みた際、どのように影響しているでしょう

か。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 都市計画マスタープランということが出てまいりましたので、建設課の

ほうから少しお答えをさせていただきます。マスタープランは平成２７年に策定しておりまし

て、本町全域を対象とした計画でございます。本来は、都市計画区域内を対象として策定する

んでございますが、地域間の相互連携ということで、そのようにつくっております。都市計画

地域では、都市機能の集積を図り、住環境整備により定住促進に努めていることとしておりま

す。また、地域拠点として支所の周辺を位置づけ、拠点性の維持、強化を図るということとし

ております。こうした政策のもと、町外からの転入による人口が、それも望ましいというふう

には思っておりますが、人口ビジョンもございますが、これは人口減、これは仕方ないと、不

可避ということとした上で、その減少を穏やかにすると、社人研の発表にも、そこまではいか

ないように何とか頑張っていこうじゃないかということで、将来展望としております。今後も

町内での人口移動も当然あることで、それに加え、町外からの転入も期待しながら、都市政策

においても取り組みを進めてまいりたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） 新築住宅が増加するのもさまざまな利点があるからと思われます。しかし

ながら、一刻も早く手だてを打つ必要があると思われます。今現在、新築を行っている民間業

者と協力し、空き家対策を行っていくようなことは可能でしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） 新築を行っている民間業者との協力で空き家対策ということでございま

すけども、なかなか相入れないようなご質問だと思いますけども、今考えておりますのは、民

間業者と連携して、空き家の掘り起こしや紹介業務、リフォームによる住まいの提供など、こ

れらの連携ができないかというふうなことは考えております。また、利用者のニーズに合った

改修や相談などにつきましては、専門業者の紹介ができるよう、商工会と協定を結んで今対応

しているところでございます。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） 分かりました。さて、現在の日本の方向性を見てみると、負の連鎖に陥っ

ているように感じます。それは先ほど述べましたが、人口減であるにもかかわらず、世帯数は

増えているということです。住んでいた家を離れ、核家族化が進むということは、例えば子育
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て中であれば、日中に子供の面倒を見てもらえる両親などがいないので、共働きが増えるほど

保育所が必要となります。また、親世代が年をとり要介護となった場合、もし同居している世

帯に若い世代がいなければ老老介護となるため、施設に入らざるを得ません。昨日行われた執

行部と全議員による全員協議会にて、北広島町は、広島県や全国に比べて要介護者の施設入所

が多いとあり、在宅を推進していく流れに沿っていないとありました。しかしながら、そもそ

も年をとった世帯しか住んでない家で在宅でのケアは不可能です。もし今後の社会保障の抑制

のために在宅でのケアを増やすのであれば、世帯が別れて暮らすこの流れ自体を変えなければ

難しいのではないでしょうか。我々を含め、日本全体に言えることですので、この町議会で発

言しても難しい面もあると思いますが、特に高齢化の著しい北広島町においては喫緊の課題と

思われます。これらのことを踏まえまして、最後の質問をいたします。新築が増える一方、空

き家もそれ以上に増えています。また、離れて暮らす世帯も増えていると思われます。北広島

町として今後の対策や戦略、それから力を入れていくことについて伺います。 

○議長（伊藤久幸） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） 空き家に関する問題は全国的な課題となっております。国では空き家等

対策の推進に関する特別措置法を制定しまして、本町もこれを受けた北広島町空き家等対策計

画を策定して対策に取り組んでいるところでございます。この空き家対策につきましては、適

正管理や利活用の促進を総合的に推進していくということを基本方針として取り組んでおりま

す。まず、この適正管理につきましては、防災、防犯、環境、景観等の面で、住民生活に悪影

響を及ばさないように助言、指導、勧告など行うこと。また、利活用という面でございますが、

これは空き家バンクなどを活用した新たな住まいとしての利用の促進等に取り組んでおります。

今後も引き続き、これらの施策に取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） もう１点、さっき言った世帯数の減少による在宅ケアとかが難しくなると

いうのは、どうお考えですか。 

○議長（伊藤久幸） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） 在宅介護、在宅での見守りというふうなことでございますけれども、な

かなか人口構成等、本町高齢化も進んでおり、なかなかそういうふうな対応が各戸難しいとい

うふうな状況があろうかと思います。これについて、どう取り組んでいくのかというのは非常

に難しい問題でありますので、そこはまた、介護、保健、福祉、それぞれの制度の中で状況に

応じた取り組みを進めていくべきだと思っております。 

○議長（伊藤久幸） 服部議員。 

○１２番（服部泰征） 最後に、何度も言いますが、人口減少の中で新築住宅が建つこと、空き家

が増えることは連動していると思います。世帯が別れて暮らすことは、１世帯当たりの人員が

減少することを意味します。子供の少ない北広島町では当てはまらないかもしれませんが、都

会では核家族化と共働きの増加により待機児童が増えています。また、１世帯当たりの人員が

減ることにより、在宅でのケアはより一層難しくなり、施設での入所が増えることになります。

そして、さらに空き家対策で、公費や人件費が必要となってくるという具合で、まさに負のス

パイラルです。私自身、医療、介護、福祉にかかわっている身として、この在宅での生活に関

する問題は、逆に町民の皆さんとしっかり考えていかなければならないと思っており、折を見

て、また同様の質問をし、北広島町としての取り組みを注視していきたいと考えております。
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ぜひ、まちづくりを検討する上では、この世帯の問題についても取り上げていただくことを願

いまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（伊藤久幸） これで服部議員の質問を終わります。次に、４番、湊議員。 

○４番（湊 俊文） ４番、湊俊文でございます。さきに一般質問の通告をしております２項目に

ついて質問いたします。最初に、広島広域都市圏協議会と連携中枢都市圏制度の諸事業につい

てお聞きします。国は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を平成２６年に策定、２０６０年を

視野に長期ビジョンで基本目標と主要施策にＫＰＩ（事業業績評価指標）を設定し、事業を展

開しております。その主要施策の一つに、連携中枢都市圏の形成を挙げています。この連携中

枢都市圏形成の施策を平成２８年度から広島市がリードして取り組んでおります。国も連携中

枢都市圏制度を設け、地方交付税の財政措置により後押しをしております。我々は、行政、政

治では広島県に目が向いておりますが、中山間の自治体が県、国に対して事業を要望する際に

広島県内陸部振興対策協議会があるからでございます。それと同様に政令指定都市広島が牽引

する平成２４年に名前を懇談会から改称した広島広域都市圏協議会があります。北広島町は、

広島広域都市圏協議会に賛同、加盟し、平成２８年３月に広島市と連携中枢都市圏形成にかか

わる連携協約書を締結し、２年間、事業を推進しております。松井広島市長は、広島市議会の

定例会で、連携中枢都市圏構想及び制度について、広島市は、圏域内に及ぼす事業施策につい

ては、牽引役の広島市が旧来の発想を乗り越え、市域を乗り越えて費用負担することが不可欠

となると。そして、その財源は、２７年度以降毎年４億円程度の措置が見込まれる。また人口

減少、少子高齢社会に伴い、深く結びついている２４市町の信頼関係をもとに広島広域都市圏

経済の活性化と圏域内人口２００万人超えを目指す２００万人広島都市圏構想を提唱すると答

弁されております。この２００万人広島広域都市圏構想を実現するために経済面、生活面、行

政面で広島市がリーダーシップをとり、広島広域都市圏発展ビジョンを策定し、人・物・金・

情報がめぐるローカル経済圏づくりに向けて具体的な施策に取り組んでいます。北広島町も人

口維持に向けて策定している北広島町人口ビジョンと北広島町総合戦略を制定しており、広島

市と連携して、事業を推進しております。このような取り組みの基になるのが広島広域都市圏

協議会であり、県の内陸部振興対策協議会の広島版といっても過言ではないと思います。この

広島広域都市圏協議会及び連携中枢都市圏構想の質問は、平成２７年と２８年の２回、同僚議

員により一般質問されております。今回は、現在実施している広島広域都市圏発展ビジョンの

事業内容について質問させていただきます。その前に、北広島町は、広島市が牽引する広島広

域都市圏協議会及び連携中枢都市圏構想及び制度が北広島町の事業を推進する上で、どのよう

な位置づけと考えておられるか、伺います。そして、神楽、食と酒のまちおこし協議会以外に

課題がたくさんある中で、北広島町は何を重要課題として広島市へ要望、提案していくつもり

なのか、２年前の意気込みと比較して、現在の意気込みを町長に伺いたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） まず、１点目のご質問の広島広域都市圏協議会、連携中枢都市圏構想が

本町にとってどのような位置づけとなっているのかというご質問でございますけども、この広

域都市圏協議会、連携中枢都市圏構想につきましては、先ほど議員が申し上げられたとおり、

広島市を中心とした圏域全体で経済の成長牽引、あるいは人・物・金・情報を効果的に循環さ

せて圏域を発展させていくというものでございます。この連携の中で、本町では、単独で取り

組みにくい産業の経営の強化や圏域内での地産地消による循環、あるいは圏域内周遊による観
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光客誘致、あるいは定住など、これらの施策を少ない負担で効果がある取り組みとしてできる

ものと考えております。２点目のこの制度を活用して、何を重要課題として取り組むのかとい

うところでございますけども、連携中枢都市圏構想は、先ほども申し上げましたように、人・

物・金・情報を効果的に循環させるものでございます。それによって圏域の発展を図ることで

ございますので、取り組みにつきましては、全ての分野にわたるものと思っております。発展

ビジョンの中に掲げられております項目全ての分野が重点的なものであると思っております。

本町がこれまで取り組んできた事業が広域連携を締結したことによって、さらに効果が広がる

よう、今後も積極的に本町に合った事業を重点的に取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（伊藤久幸） 湊議員。 

○４番（湊 俊文） これから質問する内容を全て言っていただいたというような気もするんです

が、連携中枢都市圏形成に財政措置がある間に町の職員も知恵を絞り出して、提案しながら事

業の予算をとりながら、事業を推進していっていただきたいと思います。それでは都市圏発展

ビジョンにおける経済面、生活面、行政面について具体的に質問してまいります。まず、経済

面、先ほどの人・物・金・情報がめぐる都市圏をつくる施策の中に、観光客の受け入れ環境整

備及び広島都市圏の周遊観光情報の発信の強化事業を挙げております。この質問は、広島県が

先行して提案、推進しようとしておりますが、広島県は、観光立県を提唱しております。観光

客受け入れ環境整備の一つとして、広島県バス協会へ公共交通機関の運賃精算について、関東

や関西の交通機関が使用している交通系ＩＣ精算カード、Ｓｕｉｋａ、ＩＣＯＣＡ、ＰＡＳＭ

Ｏ、ＰｉＴａＰａ等の相互乗り入れを申し入れております。北広島町は交通の結節点、利便性

もよく、広島市のベッドタウンであるというふうに私は認識しております。また、伝統芸能の

観光資源が豊富な北広島町へ県外の都市圏から高速バスを利用して北広島町まで足を延ばして

もらい、観光客増につながる意味でも広島広域都市圏の一員として、広島県の提案をフォロー

して実現していく必要があると思うのですが、いかがでございましょうか。伺います。また、

単町だけでなく、広島広域都市圏として北広島町の観光情報を発信した実績と成果を伺いたい

と思います。 

○議長（伊藤久幸） 商工観光課長。 

○商工観光課長（沼田真路） まず、交通系ＩＣカードにつきましては、観光客の受け入れ環境の

一環として、３月１７日から全国の交通系ＩＣカードの利用が県内のＰＡＳＰＹエリアで利用

が可能となります。県外からの旅行者の利便性が向上いたします。当町への主要なアクセス方

法でございます高速バス等での利用にも可能となりますことから、県外からの入り込み観光客

に対しまして、利用促進に向けた情報発信を行ってまいりたいというふうに考えます。次に、

広域都市圏としての観光情報発信と、その実績についてでございますけども、広島広域都市圏

産業振興研究会観光振興部会、広島市北部地域市町連携会議、広島・宮島・岩国地方観光連絡

協議会、神楽まち起こし協議会等で事業を実施しております。主な取り組みを紹介いたします

と、広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会は、広島県、山口県の１９市町と観光関連団体、民

間事業者で構成されております。圏域内の周遊促進に取り組むとともに、首都圏を中心とする

誘客に向けた周遊プランの提案、魅力的な食を紹介するなどのプロモーション事業に取り組ん

でおります。広域連携によります事業の取り組みの成果につきましては、イベントや観光施設

の情報を相互に発信することにより、圏域内交流人口の拡大が図られております。また、広域

連携によります県外へのプロモーション活動により、圏域外からの宿泊を伴う入り込み観光客
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の増加が成果として上げられます。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 湊議員。 

○４番（湊 俊文） 今まではＩＣＯＣＡだけだったですかね。これも片道仕様ということでござ

いましたが、近々ＩＣカードが使用可能になれば、もっともっと利便性が上がるので、情報発

信をしながら、私らもそれを東京出張したときにはいろいろ使ったりしますので、それを今度

広島県で使えるということについては利便性が高くなるので、一つそういうことを北広島町の

住民にも広くＰＲし、県外の人にもＰＲしてから、北広島町に観光客を増やすということで情

報発信していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次に、圏域内の農業担

い手確保と特産品の販売、販路の促進を上げております。広島広域都市圏の圏域内の特産品の

集約、都市部への販路拡大を促進するためには、北広島町としては広域農道中原～今田線の早

期完成が第一だと思っております。町は早期完成の前提となる北広島町農業振興プラン骨子案、

担い手育成を基軸とした野菜産地再興に挑戦する中期５カ年計画を県に説明されていると思い

ます。広島広域都市圏の事業内容とも合致するので、広島広域都市圏としては歩調を合わせて

広島県に広域農道の早期完成を要望すべきと考えておりますが、いかがでしょうか、お伺いい

たします。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） 芸北広域営農団地農道第３期の早期完成の要望についてのご質問ですが、

農林課のほうからお答え申し上げます。議員御質問のとおり、平成２８年度に策定された第２

期長期総合計画及び第２期の農業振興計画に基づいて、広域農道を活用した北広島町農業振興

プラン骨子案を策定し、広島県に対して早期完成の要望を行っているところでございます。ま

た、広島広域都市圏協議会では、関連市町とともに地産地消を推進するため、郷土推奨産品と

して農産物のＰＲをフードフェスタ等において行っておるところでございます。広域農道の完

成は、これら圏域内の特産品の販売、販路拡大等の実現に必要でありますとともに、農業だけ

でなく地域の発展においても重要と考えておりますので、一緒になって、引き続き強く要望し

てまいりたいと思っております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 湊議員。 

○４番（湊 俊文） 単町だけではなくて、広域都市圏の一員でございますので、徒党を組んで広

島県に要望していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。生活面でございますが、

どこに住んでも安心で暮らしやすい都市圏をつくる施策の中に効果的、効率的な医療サービス

の提供体制の構築を上げております。広島都市圏圏域北部における高度で先進的な医療機能を

持った拠点病院として広島安佐市民病院の新築と建て替えの整備に取り組むとあります。広島

安佐市民病院のそれぞれの整備が完了した末には、北広島町が必要とするどのような医療サー

ビスを享受できるのか伺います。また、安佐、山県、安芸高田地区における夜間に必要な二次

救急医療体制として、安佐地区病院群の輪番制病院運営とありますが、どのような運営なのか、

お伺いできればと思います。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 医療提供体制のご質問でございますので、保健課からお答えさせてい

ただきます。１つ目でございます。広島市立安佐市民病院の建て替えに当たりましては、荒下

地区に整備される病院は、高度急性期に特化した急性期機能に加え、災害拠点病院、へき地医

療拠点病院としての機能も強化される予定でございます。現状におきましても、高度急性期医
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療、先進医療の必要な患者の受け入れ病院としての役割を担っていただいております。北広島

町にとっては、高度急性期の患者の搬送先病院としての連携が今以上に大きくなると考えてお

ります。２つ目の質問でございます。夜間の二次救急医療体制としての安佐地区病院群輪番制

病院運営につきましてでございます。その運営方法についてご説明をさせていただきます。平

成１７年度より安佐地区、広島市安佐北区及び安佐南区において当番制で夜間診療を行ってい

る病院群に対し、広島市が補助金を交付しております。この目的としましては、広島市北部、

安芸高田市、安芸太田町及び北広島町を範囲とする二次救急医療圏における夜間の重症救急患

者の診療や入院の受け入れ先を確保することにございます。現在、この輪番制病院には、安佐

地区の広島市立安佐市民病院に民営の１１医療機関を加えた合計１２の医療機関が加入してお

ります。これらの医療機関が夜間救急医療の受け入れ体制を整えるための経費に対し、広島市

が一括して補助金を交付しており、その他の１市２町につきましては、それぞれ人口割合に応

じて広島市へ負担金を納めるという形をとっております。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 湊議員。 

○４番（湊 俊文） 今も広島安佐市民病院には搬送しているということでございます。そして、

夜間の輪番制の二次救急体制は、町外の病院に依存しているのではないかと思います。こうい

うありがたいことでございますので、この事業の拡充のため、当町としても協力体制をとって

いくべきだろうと思っております。次に、子育て支援、教育の充実を協議会としては挙げてお

ります。圏域内での子育て支援事業に弾みがつく保育園、保育所の越境入園に関する子育て支

援改正法案が成立しました。一応４月からスタートするのではないかと思っておりますが、広

域都市圏では、別に放課後児童クラブに従事する職員を対象に専門的知識と技能を習得できる

よう、経費削減のために合同で研修をするというのがございますが、北広島町の放課後児童ク

ラブの研修に実績があるのかどうか伺います。 

○議長（伊藤久幸） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（西村 豊） 連携市町の放課後児童クラブ職員等の専門研修、こちらの参加者に

つきまして、生涯学習課のほうからお答えをさせていただきます。参加者の実績でございます

が、平成２８年度が４名、平成２９年度も４名でございます。 

○議長（伊藤久幸） 湊議員。 

○４番（湊 俊文） 合同研修に参加されているということで、これを運営に寄与していただいて、

貢献していただきたいと思っております。行政面ですが、暮らしの質を高める施策の中に文化

財、伝統文化の活用保全を上げております。文科省文化庁は、１４年ぶりに、今の国会におい

て、文化財保護法を改正し、地域振興、観光振興のために文化財を活用するとあります。市町

の文化財保護活用基本計画を国に提出し、認められれば文化財史跡の改善、現状変更の権限を

市町の首長に移譲し、補助金や税制優遇で文化財保護の活用を後押しするとあります。広域都

市圏の特定連携市町にある北広島町のユネスコ世界文化遺産壬生の花田植、国の重文古保利薬

師、毛利氏一族の関連事業等がこの法改正に適用すればこの上ないのですが、該当するのかど

うかを伺いたいと思います。該当するならば、また該当しないならば他の文化財で、この法改

正がどう有効活用されるのか、伺いたいと思います。また今年こそ、毛利氏ゆかり「三矢の

訓」が日本遺産に認定となるかどうか、自信のほども伺いたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（西村 豊） まず、文化財保護法の改正につきましてですが、過疎化、少子高齢
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化の進行といった社会状況の変容に伴いまして、危機に瀕しております文化財、こちらにつき

まして、これまで価値づけが明確でなかった未指定文化財も対象に含めた取り組みの充実や文

化財継承の担い手を確保し、社会全体で支える体制づくりが急務とされております。これから

の時代にふさわしい文化財の継承のための方策として、法律の改正が計画をされております。

ご質問のユネスコ無形文化遺産の壬生の花田植、毛利氏一族連携事業、古保利薬師群、こちら

につきましても、国の示す一定の要件に該当すれば該当するものと思っております。改正され

る文化財保護法では、国の指針に基づきまして、町が文化財の総合的な保存、活用にかかわる

計画の策定等行いまして、この中に個々の文化財の保存活用計画をつくることが挙げられてお

ります。町の保存活用計画、これを国が認定しますと、その計画に基づき実施する町の単独事

業、こちらにつきまして新たに特別交付税の措置がとられることになっております。今後、町

域の文化財について、指定、未指定も含めまして、歴史文化基本構想、こちらを策定しまして、

それにあわせて文化保存活用計画を検討してまいりたいというふうに思っています。また、

「三矢の訓」の日本遺産の認定についてでございますが、こちらは、今年度文化庁の指導受け

ながら、三矢の訓連携協議会に諮りました。１月の下旬に文化庁へ申請書を提出したところで

ございます。国は平成３２年度までに１００件程度を認定する計画でおります。平成２７年度

から２８年度に５４件、うち県内が３件が認定されているところでございます。平成２９年度

は、全国で７９件の申請があります。そのうち１７件が採択されている状況でございます。平

成３０年度は、県内では福山市、東広島市、それから石見銀山街道等も申請されておりまして、

競争も激しい状況ではあるという状況でございます。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 湊議員。 

○４番（湊 俊文） 厳しい状況にある中ですが、リベンジ認定で、北広島町の知名度アップ、そ

して、今の文化財の保存継承で観光客を増やしたいというふうに思っております。次に、環境

負荷の低減として、下水汚泥の共同処理を将来的には広域的に処理するとあります。その可能

性を協議検討するために下水汚泥の共同処理検討部会が設置されていると思いますが、検討部

会の協議内容を伺いたいのと、また、汚泥の処分先を広域的な既存の有効利用施設ということ

で、大朝、新庄、千代田の我が町の３カ所の下水処理浄化センターが入るのかどうか、伺いた

いと思います。 

○議長（伊藤久幸） 上下水道課長。 

○上下水道課長（中川克也） 下水道事業関連のご質問でございますので、上下水道課からお答え

をさせていただきます。下水道汚泥の共同処理検討部会の協議内容についてでございます。下

水道汚泥の共同処理検討部会につきましては、平成２７年度から協議が進められております。

平成２７年度が２回、２８年度が３回の会議が開催されております。今年度平成２９年度にお

きましては、７月と１２月に検討部会会議が開催されておりますけれども、７月の第１回検討

部会では、参画市町の下水道処理の状況と課題等について意見交換を行っております。また、

今後の検討事項及び検討の進め方について協議を行っております。１２月の第２回検討部会に

おきましては、災害時の汚泥の受け入れと共同処理の方向性についてグループディスカッショ

ンを行っております。具体的な協議内容につきましては４点ほどございます。１つ目といたし

まして、現在の汚泥処理に困っているか。２つ目といたしまして、将来の汚泥処分に不安があ

るか。３点目といたしまして、広域的な共同処理の必要性、４点目といたしまして、災害時の

広域化の必要性について参加市町を対象に行われたアンケートをもとに意見交換を行っており
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ます。また、汚泥の処分方法につきましては、コンポスト化、コンクリート化、燃料化等最終

処分の方法についても議論が進められているところでございます。しかしながら、今後の共同

処理の方向性については、現在その必要性とコストメリット等について議論が進められておる

段階でありまして、結論など具体的な内容をお示しできる段階とはなっておりません。次に、

汚泥の処分先を当町の大朝、新庄、千代田下水道浄化センターが入るのかというご質問でござ

います。下水道汚泥の共同処理検討部会につきましては、参画市町の各下水道処理施設から排

出される汚泥を共同処理をすることを前提として協議を進めております。従いまして、ご質問

にあります本町では大朝、新庄、千代田各浄化センターから排出される汚泥を広域で処理をす

る方策を探っているということでありますので、これらの施設が広域的な汚泥の処分先にはな

りません。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 湊議員。 

○４番（湊 俊文） 広域処理施設には該当しないということで、３カ所で出た汚泥をどこに今後

持っていくかという、今もそうでしょうけど、今後持っていくかというのも協議の点になると

いうふうに考えてもいいんでしょうか。なかなか難しい問題であると思うんですが、一応検討

部会も継続されているということなんで、また、随時御質問させていただきますので、よろし

くお願いいたします。関連でお伺いをします。連携中枢都市圏形成の協約書には、変更が生じ

たら議会の議決が必要であるというふうに記されておりますが、現在私が今質問しております

広島広域都市圏発展ビジョンが改定されたら、議会の議決が必要であるのかどうか伺いたいと

思います。 

○議長（伊藤久幸） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） この協約の内容そのものを変更する場合につきましては議会の議決が必

要でございますけれども、発展ビジョンにつきましては、この協約の目的の実現に向けて取り

組む具体的な施策を取りまとめたものでございますので、このビジョンの変更に対して議会の

議決の必要はないということでございます。 

○議長（伊藤久幸） 湊議員。 

○４番（湊 俊文） 了解いたしました。次の質問に入ります。千代田運動公園の多目的広場の人

工芝変更についてでございます。北広島町都市公園施設長寿命化計画策定事業評価では、公園

の諸施設に補修、改築の必要性があるとしております。また、北広島町まちづくり拠点整備基

本計画の検討会の意見議事録に少年サッカーやグラウンドゴルフ等で使用している、この庁舎

の隣の芝地についての意見に対する回答として、千代田運動公園多目的広場に移ることが望ま

しいとしております。昨年９月の一般質問で、運動公園の多目的広場を人工のサッカー場を主

目的とした施設に変更したらどうかという提案をさせていただきました。こういうもろもろの

案件が出ておりますので、そろそろ真剣に考えてもいい時期ではないでしょうか。広島県サッ

カー協会や独立行政法人の日本スポーツ振興センターのスポーツくじｔｏｔｏからの補助金申

請枠があるうちにタイミングを逃すことのないよう決断すべき時期が来ているのではないかと

思います。他の市町も手を上げているということでございます。補助金が確保できるタイミン

グを逃さないためにも早期に職員を広島県サッカー協会に出向かせ、人工芝に張り替える協議

に入るべきだと考えますが、いかがでございましょうか、お伺いします。広島県サッカー協会

との協議では、人工芝の張り替え、照明施設、付属諸施設、グランドデザインに係る費用の試

算、そして人工芝にした場合の稼働日数、需要予測をしていただき、本来ならば照明施設があ
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ることは望ましいのですが、費用いかんでは人工芝張り替え工事と照明施設の工事を分離した

二段階方式でもよいのではないかと考えますが、お考えを伺います。今でも、多目的広場は日

中だけしか稼働使用しておりませんので、人工芝の張り替えを先にして、照明工事は後にする

というのもありかというふうに思っております。昨年は、県大会千代田中学サッカー部が優勝、

そして２０２０年の東京オリンピックを契機に、スポーツ振興で若者たち、そして観衆を北広

島町へ集客する。いろんな大会を誘致すれば２、３日は滞在します。経済効果もあります。強

いて言えば、若者定住にも寄与すると確信をしております。交通の利便性がよい北広島町に人

工芝グラウンドがあったらいいのにとか、今の芝生では、養生のために砂が多いんよと。長い

養生期間で、希望のときに使用ができないと。そのグラウンドの状況について評判がよくない

のであります。そのような意見に対して、多目的広場は人工芝に決断すべきではないかと思っ

ております。最後に町長、補助金があるうちに手を上げていただき、３０年度は財政等の諸条

件の検討をするとして、３１年度は事業計画に盛り込むことの決断をお伺いしたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（西村 豊） 現在、千代田運動公園のグラウンドは、町内を含め、多くの方々が

土日を中心にサッカーで利用されている状況であります。人工芝化への変更につきましては、

グラウンドゴルフやサッカーでの千代田グラウンド、こちらを利用されている方々への対応、

これらを含めまして、町財政、そして補助金等の状況を見極めながら今後検討してまいりたい

というふうに思っております。 

○議長（伊藤久幸） 湊議員。 

○４番（湊 俊文） 決断は条件がそろっておるこのタイミングしかないと思います。このタイミ

ングを逸したら、次、そういうチャンスはないと思いますので、ぜひとも町長の決断をいただ

きたいというふうに思っております。 

○議長（伊藤久幸） 町長。 

○町長（箕野博司） 北広島町は、このスポーツ振興を通じて日本一元気な町を目指そうと、地域

の活性化を進めていこうということで今も進んでおるところであります。今、議員が言われた

ことは非常に重要なことだというふうには思っておりますけども、財政的な部分も十分検討し

て進めていきたいというふうに思っております。まだ、この場でこうしますというところには

至ってない状況でありますけども、検討を十分していきたいと思っております。 

○議長（伊藤久幸） 湊議員。 

○４番（湊 俊文） 財政なんですが、すべて、本来なら照明設備もすべて整ったところでやれば

いいんでしょうけど、先ほども言いましたように、２段階方式というのもございまして、年度

年度の財政には若干の猶予しながらでも、前に進めていただきたいというふうに思っておりま

す。以上、私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（伊藤久幸） これで湊議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。１１時３０分より

再開します。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午前 １１時 ２０分  休 憩 
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午前 １１時 ３０分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（伊藤久幸） 再開します。次に、５番、敷本議員。 

○５番（敷本弘美） ５番、敷本弘美でございます。先に通告のとおり、２項目にて質問をいたし

ます。広報きたひろしまを毎月楽しみに読ませていただいている一つに、「こんにちは！北広

島町地域包括支援センターです。」があります。そこには、介護疲れにならないための心掛け

や、高齢者の起こりやすい家庭内での事故防止、また認知症サポーター養成講座開催の様子、

平成２９年１１月末現在、町内の認知症サポーター数は、キッズサポーターを含め、延べ３，

７４９人、実にこれだけの人がサポーター養成講座を受け、サポーター認定証をいただいてい

ることに感動いたしました。また、月に一度、町内２カ所で認知症の方と、その家族の方が気

軽に集える場所として認知症カフェの開催、時には専門家を招き、認知症予防講演等、認知症

の患者、その家族が住みなれた地域で安心して暮らし続けていける地域づくりに取り組まれて

いる担当課の福祉事業への真心が伝わってまいります。厚生労働省によると、６５歳以上の４

人に１人が認知症、またはその予備軍とされており、今後は単身や夫婦のみの高齢者世帯の増

加も加速することなどから、患者や介護する家族が安心して暮らし続けることができる体制の

整備は重要課題の一つだと考えます。認知症の人が病院や施設ではなく地域で安心して暮らせ

るようにするには、早目の診断と適切な医療、介護などにつなげていく取り組みが鍵を握りま

す。また認知症は、いつ発症するか予測することは困難な上、どのタイミングで医療機関にか

かればよいのかわからず、受診したときには手おくれなケースも多々ある中、早い段階での対

応が重要になってまいります。平成２７年１月、国は認知症の初期対応を担う新オレンジプラ

ンを策定、認知症初期集中支援チームを今年度中に設置することが義務付けられています。こ

のチームの目的は、地域医療体制の中核となる認知症サポート医のほか、医療、介護の専門職

で構成し、認知症が疑われる人を訪問、状況を把握するほか、かかりつけ医らと連携しながら、

医療機関の受診につなげていく、このような取り組みをおおむね６カ月間集中的に行い、早期

診断、早期対応から急性期における対応まで、容体に応じた適時適切な医療、介護の提供がな

される事業であります。北広島町におきましても、今後高齢者人口が増加することを視野に入

れ、認知症施策の今後の取り組みと方向性について質問をいたします。初めに、認知症初期集

中支援チームを北広島町は県内において先駆けて行っていると伺っております。この事業の成

果及び問題点、また今後の取り組みについて伺います。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 認知症のことについてでございます。保健課からお答えさせていただ

きます。町では、平成２７年２月から認知症初期集中支援チームの活動を行っております。先

ほど議員おっしゃいましたように、認知症初期集中支援チームの支援内容には３つございます。

１つ目が、かかりつけ医への相談や必要に応じて専門医療機関への受診調整、２つ目が認知症

の症状に応じた対応や日常生活についてのアドバイス、３つ目が必要な医療や介護サービスの

検討、調整でございます。成果といたしましては、認知症初期集中支援チームの支援を受けて、

約６割の方が専門医療機関へ受診されて、認知症の診断を受けられたことで介護サービス等の

利用を開始されたり、サービス利用に向けた支援につながり、ご家族を含め、安心した生活に
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つながっていることでございます。今後の取り組みといたしましては、かかりつけ医や民生委

員児童委員、ケアマネジャーなど日ごろ高齢者の方にかかわりのございます関係者や地域住民

の皆様方に認知症初期集中支援チームについて知っていただき、認知症に関する心配事がござ

いましたら、気軽に相談していただけるよう周知することでございます。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） 先ほどの答弁をお聞きしまして、かなりの効果がこの認知症の集中支援チー

ムで行われていると認識をいたしました。今後も関係機関が連携を密にすることで迅速な対応、

また、よりよい支援ができると思います。広島県の模範となる支援チームの構築に引き続き力

を注いでいただきたいと思います。次に、認知症の患者と家族が集えるふれあい認知症カフェ

の参加率と成果、また、今後継続に当たって、課題について伺います。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 認知症カフェについてでございます。認知症高齢者の方及びそのご家

族が安心して地域で生活できるよう、認知症の方、そのご家族、地域住民及び専門職等の誰も

が気軽に集う場として認知症カフェの立ち上げを支援させていただいております。開設箇所を

増やす取り組みを現在しておるところでございます。成果についてでございますが、現在、町

内に２カ所の認知症カフェがございます。平成２９年度１月末までで延べ２０６人の方が参加

されており、少しずつ参加者も増えてきているところでございます。認知症カフェの場ができ

たことで、認知症の方、そのご家族が気軽に集え、認知症について相談できる場となっている

ことが成果ではないかと思っております。今後、町内に認知症カフェが増えることで、ますま

す地域での生活に安心がつながるようにと考えております。今後の取り組みといたしましては、

歩いていける、より身近な場所にカフェが立ち上がるように、地域の方と一緒に取り組んでい

くことでございます。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） 今後、認知症カフェの箇所を増やす検討をされるとおっしゃられました。現

在、芸北と千代田サンクス内で２カ所でされていらっしゃると思うんですが、この増やす箇所

の検討、どちらを考えていらっしゃるか、お聞かせください。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 現在、千代田、芸北でカフェ立ち上がっております。今、豊平地域で

１カ所立ち上げの準備に入っていただいているところでございます。３０年度は、その豊平地

域とあわせてもう１カ所、千代田か大朝のほうで立ち上げができるように、今、地域住民の方

ともご相談しているところでございます。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） この認知症カフェの開催で、相談ができる場としてされていらっしゃいます

が、この相談を受けた後の対応というのはどのような形で行われていらっしゃいますでしょう

か。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 相談を受けた後の対応でございます。認知症カフェのほうには、認知

症地域支援推進員及び先ほど申しました疾患センターでございます初期集中の職員とかも入っ

ておりますので、初期集中のほうにつなげさせていただいたりとか、専門医療機関のほうをご

紹介させていただいているところでございます。以上です。 
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○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） 次に、認知症サポーター養成講座を開催されていらっしゃいますが、この利

点と今後の取り組みについて伺います。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 認知症サポーター養成講座の利点と今後の取り組みでございます。認

知症サポーター養成講座は、認知症について正しく理解し、認知症の人と家族を温かく見守り、

応援する人を増やす取り組みでございます。サポーターを増やすことで、住みなれた地域で安

心して暮らせる地域づくりにつながると考えております。また、サポーター養成講座の講師役

でありますキャラバンメイトを町内の介護サービス事業所の職員の方やキャラバンメイトの研

修を受けていただいた住民の方にお願いしておりますので、講座がより身近でわかりやすいも

のになっております。今後の取り組みといたしましては、地域や小学校、中学校、高校、企業

などに出向いてサポーターを養成してまいります。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） この認知症のサポーター養成講座につきましても、広島県内されている行政

は数少ないと伺っております。その中で、北広島町に関しては、このように毎月サポート講座

をされ、サポーターの認定証をお渡しをされていることは、またすばらしいことだと思います。

昨年１１月現在で、サポーター認定数が延べではありますけれども３，７４９人、この受講す

ることで支える側の意識の向上、認知症への理解が深まることを考えても大事な事業の一つだ

と考えます。サポーター認定を受けた人が実経験として生かしていける場があればいいのでは

ないかと考えますが、何か考えておられることがありましたら、伺います。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） サポーター養成講座を受けていただいた方の今後のことについてでご

ざいます。やはり何度も繰り返しながら受けていただくことで、認知症に対しての正しい理解

を深めていただくこと、議員おっしゃいましたように、地域の中でサポーターの養成講座を受

けていただいた方が増えるということ自体が地域での安心につながるのではないかと思ってお

りますので、具体的にサポーターが何をするということについては今のところは考えておりま

せん。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） せっかく毎月２カ所で認知症カフェを開催をされていらっしゃいます。この

３７４９名、中にはキッズサポーターの方もいらっしゃるんですけれども、この認知症カフェ

を開催をされているその場にこの実体験の場として、この認定証いただいた方に参加をしても

らうという考えはないでしょうか、伺います。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 認知症カフェにおきまして、スタッフとしてサポーター養成講座を受

けた方が来られるということはないんですが、一参加者として、スタッフとしてではなく、参

加者として参加していただくことは多々ございます。養成講座の講師でありますキャラバンメ

イトの一立場にある方に関してはスタッフとして認知症カフェのほうにかかわっていただいて

いる現状がございます。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） これだけの人数の方が認知症サポーターの講習を受けて認定証をいただいて
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いるわけですので、実経験をすることで、また認知症への認識も変わってくるのではないかと

思います。ぜひ声をかけていただきまして、実経験の場として考えていただければと思います。

次に、昨年１２月に認知症高齢者安心見守りネットワーク協力団体の募集をされました。募集

後の現状と今後の取り組みについて伺いたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 安心見守りネットワーク協力団体についてでございます。協力団体は、

平成３０年２月末現在で、町内の小売店やタクシー会社、建設会社など６０団体に登録をして

いただいております。今後につきましてでございますが、高齢者に優しいお店でありますとか

団体として登録団体を増やしていきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） ２月末現在で６０団体登録をされたということで、すごいなと思いました。

また、先ほどの答弁の中で、高齢者に優しいお店というのはどのようなお店か、伺ってもよろ

しいでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 高齢者に優しいお店というのが、先ほど言いました登録団体として登

録していただいた団体をできれば高齢者に優しいお店という形で表示できるものを今検討して

いるところでございます。そこの団体に関しては高齢者の方への声のかけ方でありますとか、

認知症に対しての正しい理解を深めていただくようなことを今後検討しているところでござい

ます。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） 地域のネットワークの力は非常に大きいと思います。高齢者や認知症の人、

また家族が安心して暮らし続けられるよう、引き続き取り組みをお願いし、次の質問をいたし

ます。患者とご家族がどのような支援が受けられるか、医療と関係者と情報を共有するために

支給されているものがあれば伺います。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 現在ご本人、ご家族と医療関係者及び介護関係者と情報を共有するた

めのもの、例えば手帳等でございますが、それは使用しておりません。今後につきまして、お

互いの情報を共有する上での必要性でありますとか、利用しやすさなどを研究してまいります。

以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） 竹原市においては、緊急時の確認、また対応ができるあんしんホルダーとい

うものを高齢者の方に支給をされて活用されていらっしゃるということをお聞きをいたしまし

た。また、長野県の上田市においては、この認知症と家族が支援を受けられるように、医療と

介護の関係者と情報を、先ほど課長がおっしゃられました情報を共有するあったか手帳という

ものを支給をされていらっしゃるとお聞きをいたしました。北広島町におきましても緊急時に

対応ができる、また情報を共有するものがあればと思いますので、ぜひ検討をしてみていただ

けたらどうかと思います。第６期北広島町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の中に団

塊の世代が７５歳以上となる平成３７年には、６５歳以上の高齢者人口の割合は３６．７％、

また、７５歳以上の後期高齢者人口の割合は２２％になると推測されるとありました。７年後、

我が町の高齢者人口は、全体の４割弱になります。当然認知症になる割合も増加することと思
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われます。そこで、認知症発症予防について、現在の取り組みと今後どのような取り組みを進

めていく意向かを伺いたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 認知症の発症予防についてでございます。認知症の予防で大切なこと

は、認知症の発症のリスクを少なくするために運動、食事、禁煙をはじめとする生活習慣の改

善による生活習慣病の発症予防及び重症化予防が重要であるといわれております。また、脳や

体を使わないこと、孤立や閉じこもりは認知症の発症や進行を加速させるともいわれておりま

す。現在の取り組みといたしましては、生活習慣病対策として特定健診、特定保健指導の取り

組みや生活習慣病とかかわりが深いといわれます歯周病を予防するための歯周疾患健診を実施

しております。さらに認知症予防について、広く普及、啓発するために認知症予防講演会の開

催でありますとか、元気づくり推進事業での体づくり、地域の人との交流づくりに取り組んで

いるところでございます。今後もこれらの取り組みを継続してまいります。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） この特定健診には、高齢者のどれぐらいの方が来られてますでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 特定健診につきましては、高齢者の方につきましては、国保の方の４

０歳から７４歳の方につきましては、特定健診受診率が今現在で４２％ぐらいとなっておりま

す。約半数の方が受けていただいているような状態ではございます。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） やはりこの健診を受けるということはとても重要なことだと思います。先日、

認知症の母親の介護をされていらっしゃった方とお話をする機会がありました。元気で何でも

できていたお母さんを思ったときに認知症の現実をなかなか受け入れることができず、暴言を

吐いてしまい、落ち込む日々が続き、初期の段階で気付いてあげていたら、また元気なときに

認知症の検査を受けていたら進行を遅らすことができたのではないか。また、早期発見、早期

治療の大切さを痛感され、お話をしてくださいました。誰もが訪れる還暦、米寿、卒寿を健康

で迎えていくためにも自身の健康管理は必携であり、定期的に健康診断を受けるとともに、認

知症検査を受けることで早期発見、早期対応につながり、医療費の抑制にもつながると思いま

す。高齢者に優しい北広島町として７０歳を迎えた方に認知症検査無料クーポン券の支給を考

えてみてはどうかと思います。提案をいたします。担当課長、町長のお考えをお聞かせくださ

い。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 認知症の早期発見と早期治療、早期ケアはとても重要なことと認識し

ております。認知症の検査につきましてでございます。現在は基本チェックリストを行うこと

で、物忘れの早期発見に取り組んでいるところでございます。議員おっしゃいました認知症検

査及び無料クーポン券につきましては、現時点においては考えておりません。以上でございま

す。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） チェックリストに関しては、いろんな市町がされていらっしゃるんですが、

うちの母もチェックリストをいただいて、じゃあしたかというと、見ただけで、なかなかチェ

ックまで至らなかったです。先ほどの方のお話を母にしまして、うちの母も一人暮らしなんで
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すけれども、認知症の検査をするように勧めたところ、元気だから行きたくないって、まず第

一声言われました。元気なときにこそ行って、認知症の検査をしてもらいたいと言いますと、

認知症の検査には行ってくれました。どのような検査をされたと聞いたら、医師と対面で、こ

こにあるものを何十秒間見て覚えてください。その後、何があったか言ってください。そうや

って対面でしてくださることによって、本当に紙でも、確かにペーパーで、見て追っていくの

もいいとは思うんですが、対面でしてくださることによって、スムーズに認知症検査が受けら

れたのではないかと思います。認知症の検査を受けた母は、やはり行くまでは、勇気と、自分

は違うと思っていたので足が遠のいていたんですが、一度受けたら、もう本当に安心をして、

定期的に現在は受けにいっております。現在は無料クーポン券は考えていないとおっしゃられ

たんですが、今後検討をしていっていただく考えはありませんでしょうか。伺います。 

○議長（伊藤久幸） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 認知症の無料クーポン券及び認知症検査についてでございます。認知

症の検査の方法でございますとか、検査結果のフォローなど整理すべきこともございますので、

今後、検査の対象者も含め、検査方法、検査後の支援などについて研究してまいります。以上

でございます。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） 最後に町長の考えも伺ってもよろしいでしょうか。お願いします。 

○議長（伊藤久幸） 町長。 

○町長（箕野博司） この認知症については、これからますます大きな問題になってくるんだろう

というふうに思っています。本町では早くからいろんな取り組みを積み重ねてきているという

ふうに思っておりますが、今後も議員言われたことも含めて、いろんな取り組みがあろうと思

いますので、研究はしてまいりたいと思っております。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） できましたら、今後、定期健診とセットで認知症検査が受けられるよう願い、

１つ目の質問を終わります。続きまして、放課後等デイサービス参入の現状を伺います。１２

月定例議会において、放課後等デイサービスの事業所実現を保護者の声を代表し、一般質問を

させていただきました。昨年１１月現在で、療育手帳所持の対象者は３９名、その他、手帳は

所持していないが町外の放課後デイサービスを利用している方もおられる。福祉課長からは、

町内に放課後等デイサービス事業所がないことから、町外の事業所を利用されている状況があ

る。障害のあるお子さんや保護者の負担軽減を図る観点からも必要であると考えていると必要

性がある旨の答弁をいただきました。また、箕野町長からは、町としては必要であり、前向き

に取り組んでまいりたいとの答弁でした。その後３カ月が経過した現在の状況をお聞きしたい

と思います。初めに、１２月定例議会後、事業所参入に向けてどのような協議をされたのかを

伺います。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 事業所参入についての協議につきましてですけども、事業所参入につき

ましては、社会福祉法人、株式会社、ＮＰＯ法人などがその地域のサービス利用状況を踏まえ

ながら、経営上成り立つかどうかを判断し、新規参入するか否かを判断されます。そうした中、

昨年１２月末に株式会社ゆたかより、千代田地域の丁保余原に放課後等デイサービス事業所を

開所したいという旨の連絡がありました。 
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○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） ありがとうございます。参入への現状を詳しくお聞かせいただけますでしょ

うか。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 株式会社ゆたかは、安佐南区の八木、川内、安芸郡熊野町にそれぞれ放

課後等デイサービスを運営している会社でございます。１月２２日付で県に事業者指定申請書

が提出され、その間、町としましては、この会社と連携をとりながら広報など行い、開所に向

け、取り組んできたところでございます。２月２７日と２８日、内覧会が開催され、この３月

１日より放課後等デイサービスららぽーと千代田として開所しておられます。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） この北広島町に、まずは１事業所が誕生し、たくさんの保護者の方が喜ばれ

ていると思います。これまで本町に放課後等デイサービス事業所がなかったため、事業所がで

きたのなら利用したいとおっしゃられている保護者の方も複数いらっしゃいます。今後、この

放課後等デイサービスの利用の手続、相談窓口はどのようになっているのかを伺います。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 利用の手続、相談等につきましては、基本的には、この会社が窓口とな

って行うというのが一般的な取り組みですけども、相談等々が行政のほうにありましたら、こ

の事業所に紹介をしてまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） ありがとうございます。現在１カ所できたことは本当に喜ばしいことです１

事業所、この放課後デイは、１事業所１０名規模がベストと考えたとき、個別指導、また療育

の関係上１０名程度がベストと考えます。この北広島町の面積は旧４町からなっており、６４

５．９平方キロメートル、また、公立中学校は４校、小学校は９校です。このことからも今後

の事業所参入数についての考えを伺いたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） このたび参入していただきました事業所につきましては、町内のすべて

の地域からの受け入れが可能となっております。先ほど答弁させていただいたとおり、事業所

参入につきましては、事業者がサービス利用状況やその経営等を判断し、参入するか否かを判

断されますので、今後の事業所参入数については不明でございます。今後、新たに参入を希望

される事業所が出た場合は、町内のサービス利用状況を踏まえながら、行政として援助できる

ことがあれば対応してまいりたいと考えております。 

○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） おそらく１０名ですので、すぐにいっぱいになってしまうと思います。その

ときに、きっと保護者の方が行政の窓口に来られ、事業所参入へもう１カ所お願いをしたい、

そのようにおっしゃられた場合は、事業所参入に向けてご尽力をいただけるんでしょうか。お

答えください。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 参入しやすい環境づくりに努めてまいりたいと考えております。例えば

公共施設の利活用の紹介とか、町民等への理解を得るための手続等々、できるだけのことの援

助をしてまいりたいと考えております。以上です。 
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○議長（伊藤久幸） 敷本議員。 

○５番（敷本弘美） 全国的に増えている子供の発達障害、その支援の場所として利用者のニーズ

に応える放課後等デイサービス事業所参入へ今後もご尽力をいただき、対象者が安心して町内

で利用ができ、よりよい支援が受けられることをお願いし、私の質問を終わります。 

○議長（伊藤久幸） これで敷本議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。１３時１０分か

ら再開します。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午後  ０時 １０分  休 憩 

 

午後  １時 １０分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（伊藤久幸） 再開します。次に、１５番、大林議員。 

○１５番（大林正行） １５番、大林正行でございます。通告しておりますネウボラきたひろしま

の取り組み及び北広島町ブランド認定制度の創設について質問いたします。まず、ネウボラき

たひろしまの取り組みでございますが、広島県の２０１８年度予算案に広島版ネウボラモデル

事業に北広島町を対象にする方針が示されました。妊娠から出産、子育てまでワンストップで

対応できるネウボラ事業は、過疎化や少子化が進む本町にとって期待のできる施策であります。

私たち文教厚生常任委員会は、子育てしやすいまちづくりを重要テーマの一つに定めて、町職

員とともに子育て支援の先進地であります福山市、世羅町、そして鳥取県の南部町に視察研修

に行ってまいりました。そこでの研修結果を踏まえて、これから子育てをする人や子育て中の

方たちに歓迎され、役立つ事業にするため、次の事項について質問いたします。町民の方には、

ネウボラという言葉を初めて聞かれる方もおられると思いますが、ネウボラとは、北欧のフィ

ンランドの言葉で、相談する場所、アドバイスする場所というような意味で、妊娠、出産から

子育てまで家族を支援し続けるフィンランドの育児支援サービスのことでございます。まず、

ネウボラ事業に取り組む意義と目的についてお伺いをいたします。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） それではネウボラきたひろしまの取り組みについて、福祉課から説明い

たします。まず、意義、目的につきましてですけども、ネウボラきたひろしまを設置すること

により、母子保健と子育て支援が一体となったワンストップサービスによる妊娠期から子育て

期までの切れ目ないサポート体制を構築し、ネットワークの強化を図り、継続的な支援の取り

組みを進めることができると考えております。また、保健師、保育士等の専門職が継続的に対

応し、信頼関係を構築することで、子育ての不安の軽減を図り、安心感を醸成すること、また、

ワンストップサービスにより、切れ目ないサポート体制により、虐待等のリスクの予防、早期

発見、早期支援を図ること、そして拠点を身近な場所におきまして、気軽に利用できるよう、

相談、支援、サービスの充実を図ることを目的にこの事業を進めてまいりたいと考えておりま

す。 
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○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 今回のネウボラの導入でございますけれども、広島県版ネウボラのモデル

事業として取り組むということでございます。そこで、昨年度は尾道、福山、海田という都市

部の都市がモデル事業として認定されておりました。今回は北広島町も入ったわけでございま

して、これは私が思うには、県は中山間地の代表として北広島町をモデル事業の対象にしたの

ではないかというふうに思われます。そこで、中山間地のネウボラとして北広島町はどこに特

に力を入れていかれるのか。北広島町の売りといいますか、ここが他と違う、そういったとこ

ろがございましたら、お願いいたします。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 北広島町の取り組みとしましては、ネットワークを強化しまして、地域

全体で子育て家庭に寄り添うようなきめ細やかな相談と支援をしてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 町民に寄り添い、きめ細やかなというところを特に重点的にやっていきた

いということでございまして、非常に期待のできることだと思っております。次に、具体的な

問題でございますけれども、オープンの予定時期、それからネウボラ拠点はどこに開設される

のか、お伺いいたします。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） オープンの時期につきましては、今年４月１日の開設に向けて今準備を

進めております。拠点の開設場所ですけども、本町福祉課を中心拠点として開設し、芸北、大

朝、千代田、豊平の各子育て支援センターは身近な相談ができる場所として役割を担っていた

だきたいと考えております。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 福祉課とそれぞれ旧町の子育て支援センターということでございますけれ

ども、現在あります子育て支援センターは、そこの現状の体制と業務内容についてお伺いいた

します。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 体制ですけども、職員２名で対応しております。業務内容につきまして

ですけども、子育て親子の交流の場の提供、交流の促進というのがあります。また、育児の悩

み、子育てに関する相談の場、それから子育て情報の提供とか子育て講座、また、園遊び等を

通じて身近な地域の子育て家庭に対する育児支援を主な業務として取り組んでおります。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 職員２名ということで、保育士の方だと思いますけれども、中心的には子

育て支援業務ということで、その中には母子保健は入ってないという実態だと思いますけれど

も、次に、新しく設置されます福祉課とそれぞれの４カ所ということでございますけれども、

そこでの体制について質問いたします。ネウボラでは保健師、それから保育士、助産師、管理

栄養士などの相談員が必要だと思うわけですけれども、拠点別の相談員の配置はどのようにさ

れるのか。また、その相談員の確保の見通しは立っていらっしゃるのかどうか、お伺いいたし

ます。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 
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○福祉課長（清見宣正） ネウボラの開設に当たりまして、新たに保育士１名と、これ臨時ですけ

ども、助産師１名を新たに配置し、保健師、家庭相談員、管理栄養士とともに１１名の職員が

相談員として本町の業務に当たります。また、各子育て支援センターにつきましては、現状の

２名の保育士等で対応してもらうように、今準備を進めております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 福祉課に保育士、助産師、保健師。保健師が多いんだと思いますけども、

合わせて１１人、そのうち２名が増員ということだと思いますけれども、それから、各４カ所

については現状どおりと、保育士２名ということですけれども、現在の子育て支援センターと

いうのは、それぞれ私立の保育所に委託、あるいは指定管理をされておられます。先般もそこ

の責任者の方との対話会といいますか、文教厚生委員会との対話会あったんですけれども、現

在でも人手不足で、今自体の仕事がやり繰りできんぐらいだという訴えを非常に強く聞きまし

た。我々もそれに対してどうしたらいいんかなと。というのは保育士自体の数が不足している。

そして競争が激しくて、皆広島市などの条件のいいとこへ取られてしまう。そういうふうな訴

えでございました。そういう中で、さらに母子保健が加わるということで、今の体制で果たし

て、先ほど言われました北広島町の目的としておりますネウボラ事業ができるんだろうかとい

う不安がありますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 子育て支援センターにつきましては、私立保育所の運営を行っておる社

会福祉法人に業務を委託しております。各それぞれのセンター長に事前に協議をさせてもらっ

て、このネウボラ事業に当たっての保育士の増員はどうだろうかということを伺ったんですけ

れども、なかなか保育士の確保が難しいという現状がありますので、現体制であれば相談業務

ができるというご回答いただきましたので、現体制のままで相談業務等々勤めていただくとい

うことで、ネウボラ事業を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 現体制でネウボラ事業も追加業務やっていくということですけれども、果

たしてできるんかなという、私もちょっと行ってみましたけれども、現実的には２名ですけれ

ども、そのうち１名は本業であります保育所のほうの兼務と、そういう方もいらっしゃいまし

た。そういうことでございますので、最初から十分な体制というのは難しいと思います。視察

研修に行きました３カ所でも、一番悩んでいらっしゃるのはそういった相談員の確保というこ

とでございますので、そこらも十分検討いただきたいと思います。それで、拠点が５カ所とい

うことで、福祉課と他のネウボラ拠点ということですけれども、そことの関係、福祉課とその

４カ所の関係、例えば千代田でいいますと、千代田地域に福祉課とすこやかがありますけれど

も、母子手帳もらいにいくのはどこに行くんでしょうか。他な地域も母子手帳はどこへもらい

に行くのか。子育て支援センター、新しくできるネウボラのところにもらいに行くのか、福祉

課へもらいにいくのか。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 手帳の手続につきましては、基本的には本庁のほうへ手続にお願いをし

ていただきたいと思います。子育て支援センターのほうでも月１回程度、保健師が出向いたと

きに手帳が交付できるような体制に持っていきたいと考えております。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 
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○１５番（大林正行） 母子手帳は本庁のほうへということで、各、４つの支援センターには月に

１回ぐらいしか保健師は行かれないということで、最初から難しいと思いますけれども、それ

では本当にネウボラと言えるのかなと、そういう不安がございます。次の質問ですけれども、

ネウボラの相談員についてはどのような研修を考えていらっしゃるのか、開設前に。研修に行

きました福山市では、ここでは今２１名相談員がいらっしゃるんですけれども、開設前に２カ

月間の研修をして、それから配置したと。さらにネウボラ推進課というのがあるんですけれど

も、そこと相談員との定例会、研修も含めた定例会を月２回開催しているということでござい

ましたけれども、本町では、どのように考えていらっしゃるのか、お伺いいたします。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 研修につきましてですけども、まず、県が開催します相談業務、それか

ら虐待等の研修への出席、それから町主催で講師を招いての研修を重ね、相談業務の技術的な

向上を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 県主催で、町独自の研修ということでございますけれども、期間的には、

あまりもう開設までないということでございますので、ぜひ綿密な計画を立てた上で、研修を

実施した上でスタートしていただきたいというふうに思います。次に、運営費でございますけ

れども、年間どのぐらい必要で、そのうち国、県からの補助金がいくらあるのかについてお伺

いいたします。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 職員の人件費を除きまして、助産師の賃金、子育て支援センターへの委

託料、包括支援システム保守料、事務費等で約８００万円を見込んでおります。そのうち、国、

県からの補助金は約５３０万円ということで、３分の２の補助金を考えております。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 年間８００万円、そのうち３分の２が国、県からの補助金ということであ

りましたけれども、これを３０年度の当初予算見ますと、ネウボラ関係が１２５６万円という

ふうになっておりますけれども、この差は、最初のイニシャルコストというふうに考えればよ

ろしいでしょうか。年間、これからランニングコストとして毎年要るのが８００万円というふ

うに理解すればいいんでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 全体の事業費１２５０万を予算計上させてもらっております。約４５０

万円が初期投資ということで、システムの導入等々に充ててまいります。今後の運営費は約８

００万円を見込んでおるところでございます。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 了解いたしました。毎年８００万の経費ということで、そのうち３分の１

が町負担というふうに理解いたしました。次に、開設日と開設時間でございますけれども、ど

のように考えていらっしゃるのか。これも福山市では、土日祝でも開設している場所があると

いうふうに伺っておるわけでございます。現在の子育て支援センターはだいたい朝１０時から、

それから終わりが午後３時、早いものでは１時というのもありますけれども、そこらの関係は

どのようになりますか。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 
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○福祉課長（清見宣正） 本庁では月曜から金曜の開庁時間、それから子育て支援センターにつき

ましては、各センターの開設日と開設時間に利用していただきたいと考えております。土曜日、

日曜日、祝日の開設につきましては現在考えておりませんが、緊急で対応する必要がある場合

につきましては、本庁から担当者のほうに連絡が届くような体制を整備していきたいと考えて

おります。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 平日相談に行けない方もいらっしゃると思いますので、ぜひ必要性がある

場合には、そういった柔軟性のある対応をお願いしたいと。これも徐々に、早急に拡大をして

いただきたいと思います。また、時間についても、やはり仕事が終わってからということもあ

ると思いますので、そこらもあわせてご検討いただきたいと思います。それから相談の対象年

齢でございますけれども、フィンランドでは就学前までというのも言われておりますけれども、

本町では妊娠からということですけども、おわりはどこまでか、何歳までを対象にされるのか

お伺いいたします。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 妊娠期から子育て期まで、子供さんが１８歳までの家庭を対象にサポー

トしてまいりたいと考えております。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） １８歳までということでございますので、そうなりますと、後で聞くよう

にしてましたけど、子供の貧困対策でありますとか、就労支援についても相談業務の中にある

というふうに理解してもよろしいでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 子供の貧困対策につきましては、県の貧困調査の結果も踏まえながら、

どのような施策が効果的かを検討する必要があると考えております。また、就労につきまして

は、福祉課では、主に母子父子自立支援相談員が企画課の就労相談、ハローワークの案内へと

つなげております。妊娠届のときのアセスメントにおいて、子育て家庭の経済状況をしっかり

把握し、支援につなげていくこともネウボラの業務の一つとして考えております。来年度から

年４回ファイナンシャルプランナーによります相談事業が開催予定となっておりますので、専

門職からのアドバイスを受け、家計状況を見直し、生活改善に向けた動き、きっかけになるこ

とも就労支援や貧困対策につながるのではないかと考えております。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 対象とするということでございます。次に、先進地を視察したところ、そ

ういった各種支援行事になかなか参加してもらえないということもありまして、その動機付け

の一つとして、子育て応援ポイント制度というのを導入されているとこがありました。非常に

有効であるということで、お母さんが行きますと１ポイント、お父さんが行くと２ポイントと

いうようなこともされているというお話を伺いましたけれども、本町においては、こういった

子育て応援ポイントの制度を導入する考えがあるのか、お伺いします。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 視察先の、ある町では子育て支援行事の参加の動機付けとしてポイント

制度を導入し、ポイント数によって紙おむつなどの商品と交換できるような取り組みをされて

いるところがありましたが、現在のところポイント制の導入については予定をしておりません。
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本町では利用促進の取り組みとしまして、３回程度のプレゼント配布を行い、教室、行事等へ

の参加を呼びかけていきたいと考えております。その結果を踏まえて、ポイント制を含め、ネ

ウボラの事業効果につながるような来所促進の取り組みを考えていきたいと考えております。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 状況を見ながらということのようでございますけれども、私は以前、一般

質問で健康ポイント制度の北広島町に入れたらどうかという質問いたしまして、必要性はある

ので検討していくという答弁をいただいております。これと併せて、若い人たち、それから高

齢者、これを別のシステムじゃなくて一つのシステムにする。一つの例でございますが、私が

思いましたのは、例えば、町内でぽっぽカードという民間会社がやっておられる。県内で使え

るんだと思いますけれども、これを活用してやっていく手もあるんじゃないかと。そうすれば

創設の手間がかかりません。運用も簡単といいますか、使ってる方もなじみやすい。そういっ

たようないいところがあるんじゃないかということで、ただ、相手があることですので、ここ

ですぐできるできないは言えないと思いますけれども、ぜひ、そういった広い視野に立って、

こういった町民を巻き込む施策を検討いただきたいというふうに思います。次でございますけ

れども、１２月議会の一般質問で、同僚議員からネウボラ推進課を設置してはどうかという提

案がございました。これに対して、子育て支援を関係各課の相互連携により進めるということ

で、新設はしないという答弁がありましたけれども、私が思いますのに、行政というのは、ど

うしても縦割り行政になりやすいということで、その中で、関係課の相互連携というのもなか

なか実現性には困難性があるというふうに思います。そこで、再度でございますけれども、町

民からもわかりやすく、実効性のある組織としてネウボラ推進課を立ち上げることを要望いた

しますが、いかがでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） これまでも関係部署及び関係機関と連携して子育て支援を進めてきたと

ころでございますが、継続的支援やよりきめ細やかな支援をするためにネットワークを強化し、

利用者にとっても、子育てに関する相談はネウボラに行けばいいよと思ってもらようなわかり

やすい組織がネウボラの設置であると考えております。課の立ち上げではなく、現状で工夫を

しながら業務を進めていくことを考えております。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） ネウボラ推進、専門の課はつくらないということで、現状の中で工夫して

いくということでございますけれども、視察に行きました福山、世羅、南部町、全て課をつく

っておられます。世羅、南部町というのは、人口が本町より相当少ない、１万人ちょっとぐら

いのところでも保健課、福祉課、ネウボラ推進というふうにつくっておられます。だから、で

きないことはないと思います。そこで、それがもし立ち上げが難しいんであれば、せめて仕事

を連携してやるためには、関係の深い課がそばにいたほうがいいということで、今、福祉課と

保健課は離れてます。ちょっと見通せない。それを、勝手な言い方ですけれども、町民課と保

健課を入れかえて、福祉課と保健課がいつでも横の連携とれる。近くだからいいんじゃなくて、

やっぱり近いほど連携というのはとりやすい。これは私の経験でもあるわけですけれども、そ

ういった思い切ったことでも実行すれば、非常に実効性の上がるネウボラ事業ができるのでは

ないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。副町長ですかね。 

○議長（伊藤久幸） 副町長。 
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○副町長（中原 健） 大変貴重な意見をいただきましてありがとうございます。この事業につき

ましては、言葉としては結構新しく皆さんの耳にも聞こえてるんじゃないかと思いますけれど

も、事業そのもののこと、中身を考えてみますと、先日、全協でもお示ししましたように、既

存のうちがやっている業務のものが大半を占めているように感じておりまして、先ほど課長の

ほうが申しましたように、横連携の中でやっていきたいというふうに思っているところでござ

います。職員もだんだんと減ってきておりまして、一人一人職員が持っている業務量のほうも

多大になっているということもございまして、これだけで単独で課にしていくというような職

員数にもなっておりませんので、その点のところはご理解をいただきたいというふうに思って

おります。また、今ご提案いただきました課と課の近くに寄せるということにつきましては、

以前から職員の間でもいろいろ課題として話をもらっております。ただ、それぞれの課に、こ

の庁舎ではいろいろな設備、その課に合うような設備、例えば住民課でしたら、耐火金庫とか

いうような設備とか、それから今おります福祉課のところにつきましては相談室を設けたりと

いうような当初からの設計の中で今、課を配置しているところもありますので、それらのこと

をいろいろ検討させてもらいながら、今おっしゃっていただきました貴重なご意見を参考にさ

せていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） だいたい想定内の答弁でございましたけれども、やっぱり既成概念にとら

われずに、やろうと思えば何でもできます。やる気さえあれば。そういったことも力も要りま

すけれども、ぜひご検討いただきたい、このように思います。それで、いろいろとお聞きした

んですけれども、私も４月１日からネウボラを立ち上げられるというのは、本当言うと、えっ

もうやるんかというふうに思いました。まだまだ検討すべきことがいっぱいあったんじゃない

かなと思いますけれども、やはり早く立ち上げて町民に寄り添おうということだったと思いま

すけれども、多分まだ不十分だというふうに認識されておると思いますけれども、私もそう思

いますので、最初から１００％狙うというのは非常に無理があるかもわかりませんけれども、

ぜひ、やりながら、走りながら、保護者の方の意見をよく聞いていただいて、満足していただ

けるようなネウボラにしていただきたい。これから中山間地のネウボラだったら、北広島町へ

視察研修に行こうやと言われるような体制をつくっていただくよう、お願いしたいと思います。

次の質問にまいります。北広島町ブランド認定制度創設の提案でございます。あなたの町の特

産品は何ですかというふうに聞かれましても、即座に、うーん千代田に何があったかのうとい

って、出てこないという方が多くおられます。本町にはたくさんの特産品があるにもかかわら

ず、地元の人には、その認識がないようでは町外の人に勧めることはできません。北広島町の

特産品を町民が共通認識して、そして、さらに新しい特産品を開発していくことが町の活性化

や所得の向上につながるというふうに考えます。そして、これを町外に発信し、認知度を上げ

ていくためには北広島町ブランド認定制度を創設する必要があると考え、質問をいたします。

まず、本町の特産品について、町としてどのように認識されておられるのか。また、何を特産

品というふうに考えておられるのか、お伺いいたします。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） 本町の特産品として、どのように認識しているか。何が特産品と考えて

いるかというご質問ですけども、農林課のほうからお答え申し上げます。特定の地域の代表的

な農産物、あるいは工芸品等を特産品とした場合、本町の農作物でいえば、全町的に生産され



 

- 65 - 

ておりますホウレンソウ、それから芸北地域の大玉トマト、千代田、大朝地域のミニトマト、

豊平地域の花壇苗が相当すると考えています。いずれも約１億円の生産額を誇り、本町を代表

する特産品といえます。また、芸北地域のリンゴや豊平地域のそばなども特産品と思っており

ます。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 前提条件はちょっと書いてなかったので、今、農産物を中心におっしゃい

ましたけれども、ほかにも商工業関係の特産品もあると思います。それで、ちょっと具体的な

話でございますけども、ふるさと寄附金のお礼として、寄附金額に応じまして、１万円以上か

ら３万円未満、これＡコースというふうにあります。だんだんに上がってきまして、２０万円

以上がＥコースということで、特産品がありまして、これを贈呈しておられますけれども、こ

のふるさと寄附金のお礼の特産品というのはどのような基準で選定されておるのか、お伺いし

ます。 

○議長（伊藤久幸） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） ふるさと寄附金への返戻品につきましては、町内の個人や事業者の方が

生産する物やサービスでお返しをするということを基本としておりますので、特に特産品とし

ての基準として定めたものはございません。多くの方に協力をしていただき、ふるさと寄附の

返戻を通して、北広島町の特産品、産品を広くＰＲしていきたいと考えております。また、併

せて、この取り組みが本町で事業されている方のサービス拡大ということにつながればと思っ

ております。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 返戻品については特産品という認識ではなくて、町内生産のものを幅広く

ということでございますので、それはそれで町内の産業といいますか、そういった発展につな

がるということでいいと思いますけれども、一番多く選ばれている返戻品というのは何である

かというのがわかれば、これは通告しておりませんので、分かればでいいんですけれども、だ

いたいこんなものが多いよということがあれば。 

○議長（伊藤久幸） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） 返戻品として希望されるのは野菜おまかせセットというのがございます

けども、これが圧倒的に多いというふうな状況にございます。あとは、それぞれお米でありま

すとかサービス券でありますとかありますけども、割合的には野菜セットが圧倒的に多ござい

ます。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 返戻品では、野菜セットが多いということで、私も道の駅に行きましたら、

店員の方が、何しようかなというんで選んでおられました。多分この冬は何もなくて、全部リ

ンゴになったかなというふうに思いますけれども、次ですけれども、特産品に対する町の施策

をと思って調べておりましたけれども、商工会と北広島町と観光協会で、壬生の花田植特産品

ブランド認定制度というのを運用されておりますけれども、これで６８品目が今認証されてお

りました。どのような基準で特産品として認定されておるのか。そして、その効果はどのよう

に出ておるのかということを伺いたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 商工観光課長。 

○商工観光課長（沼田真路） 商工観光課からお答え申し上げます。壬生の花田植特産品ブランド
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認証制度につきましては、平成２３年に壬生の花田植がユネスコの無形文化遺産に登録されま

したのを受けまして、地域産品をブランド化し、地域の商品の販売を促進、地域を活性化させ

ていくことを目的に、平成２４年１月に北広島町商工会が主体となり、壬生の花田植特産品ブ

ランド認証委員会が立ち上げられております。ブランド委員会組織の構成は、商工会、観光協

会、行政、学識経験者、民間団体、民間事業者の方などで構成をされております。行政のかか

わりにつきましては、商工観光課が観光開発担当として、また、農林課が販売促進担当として

かかわってきております。認定の基準につきましては、町内で製造される製品、または収穫さ

れる農産物、町外の事業所で製造される製品で、主となる原材料が町内のものである製品、ま

たは包装もしくはラベルに北広島町が連想される言葉が使用されている製品、販売者が町内の

事業所であることなどが明記されている製品などが主な条件となっております。これらの基準

により委員会において審査、決定をされております。また、どのような商品があるかにつきま

しては、菓子類、農産物加工品、農産品、工芸品等幅広い銘柄が登録をされております。この

取り組みの効果でございますが、地域商工業者等が生産、製造する商品が認定され、認証マー

クを添付し、陳列販売されることにより、壬生の花田植関連商品として販売の促進が図られて

きております。また、認証商品を掲載したカタログも発行され、広く情報発信をされておりま

す。そのほか、認定商品をセットにした夏・冬ギフトをつくられて、販売の促進等が図られて

おるところでございます。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 認定委員会でやっておるということでございますけれども、今、６８品目

ありまして、これ見ますと、農産品もと言われましたけれども、ほとんど入っていません。お

米と卵ぐらいじゃないかと思います。それを一つの理由として、申請すればということですけ

れども、原則として、商工会の会員というのがあります。そこらも先ほど農林課長がおっしゃ

った本町の特産品は入っておりません。そういったことと、ＰＲ活動もされておるということ

であります。道の駅には大きな垂れ幕がありますけれども、具体的なそれ以上のＰＲ活動がさ

れてないんじゃないかというふうに思うわけです。これの一覧表の冊子も過去つくられたよう

ですけれども、今はもう在庫がないという状況で、制度をつくっても、それを常に運用してい

かないと、改革していかないと効果が上がっていかないというふうに思います。そういった意

味で、今までふるさとの返戻品は特産品では特にという枠ではないということと、花田植のほ

うも一部の加工品を中心としてということでございまして、町として、これが特産品という基

準がないといいますか、不十分じゃないかというふうに思います。そこで、今、本町でつくっ

ているようなものも全国でつくってます。産地間の競争が非常に激しさを増している中で、特

産品を認定して全国で販売していくためには地域ブランドを確立していく必要があるというふ

うに思います。まず、特産品を認定して、その中から特にすぐれたもの、北広島町らしさのあ

るものを北広島町ブランドとして認定し、地域ブランドとして情報発信することにより、生産

者の意欲や商品力の向上を北広島町の知名度向上、地域産業の活性化につなげていくために、

この北広島町ブランド認定制度というものを創設するお考えはないかどうか、お伺いいたしま

す。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） 独自の地域ブランドの認定制度も必要かとは思いますけども、全国展開

を目指して、より多くの消費者にアピールするということでございましたら、地域団体商標制
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度などの国の制度を活用することも有効ではないかというふうに考えます。これで商標の保護

を法的にも受けることは可能でございます。ただし、その地域で有名であるか、生産地に関連

性があるか、その地域に根差す団体の申請であるかなどの要件があります。議員の御質問の北

広島町独自の認定制度については、今後研究をしてまいりたいというふうに思います。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） 検討していくということでございますけれども、１２月の一般質問でもし

ましたけれども、今、壬生の花田植米というのが北広島ですね。三次では竹炭を使ったこだわ

り米、○○さんのこだわり米、これで認定してます。ただお米、コシヒカリでは駄目なんです

よね。こういう理由があるから、これは町として、地元としてお墨付きを与えられますよとい

う非常に厳しい条件をつけております。三次であっても２４品目でございます。それから広島

市が、ザ・広島ブランドという制度をつくられまして、今１０年たったわけですけれども、こ

こでは７２品目を認定されまして、幕張とかあちこちで見本市がありますけれども、そういう

ところへ出品したり、東京の銀座にあります広島県のアンテアショップＴＡＵ等で販売宣伝を

しておられるというようなことがございます。広島市にもちょっと聞いてみたんですけれども、

今１０年たったんでマンネリ化してないか、本当に広島らしいものがブランドとして認定され

ているかどうかということで再検討されてます。それで、その結果、３０年度からもう一回立

て直していくということで、常に現状に満足せずに改革ということを取り組んでおられるのに

は、私も感心したんですけれども、ぜひ研究していただく中で、そこらのことも研究していた

だいて、北広島町に行けば、あれがあると。北広島町のあれを買いにいこう、食べにいこう、

見にいこう、そういった交流人口を増やすためにも、そういった施策をぜひ打っていただきた

いというふうに思います。最後でございますけれども、やはり地域ブランド力を高めるために

はナンバーワン、日本一、それはなかなか無理なことも多いんですけれども、それができなけ

ればオンリーワン、北広島町にしかない、そういった特産品の開発が必要と思いますけれども、

そういったことに、開発に対する支援についてはどのようにお考えか、お伺いいたします。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） 特産品開発に対する支援についてのご質問でございます。ナンバーワン、

オンリーワンになるかどうかはわかりませんけれども、農産物の加工についての支援として、

農産物６次産業化支援事業、これを平成３０年度予算案として審議をお願いしているところで

ございます。この事業は、農産物を生産し、加工、販売まで行う団体へその必要な機器の導入

経費の一部について補助するものでございます。６次産品の新商品開発、販路開拓、加工施設

の整備等、一連の大規模な取り組みの場合は、要件を満たせば国の支援制度もあるかとも思い

ます。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 大林議員。 

○１５番（大林正行） ぜひ他の市町から、北広島町に行けばあれがあるよということが言われる

ような町になるように、これから特産品の開発、そして認定制度についてご検討、また実現い

たしますように期待をいたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（伊藤久幸） これで大林議員の発言を終わります。暫時休憩いたします。１４時１０分か

ら再開します。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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午後  １時 ５０分  休 憩 

 

午後  ２時 １０分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（伊藤久幸） 再開します。次に、１０番、梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） １０番、梅尾泰文であります。さきに通告をしております「ふるさとは守

れるか」というタイトルでありますが、ちょっと消極的なタイトルでありますけども、これか

ら執行部とやりとりをしながら、消極的な方向ではなくて、自信を持って、この町を支えて、

みんなですばらしい町をつくっていこうじゃないかということで、質疑を行いたいというふう

に思います。まず、北広島もそうでありますけども、全国的に人口が減っているという状況を

踏まえれば、この町だけの問題ではございませんけれども、この町も当然ながら人口減が進ん

でいるということであります。人口減が進むということは、その町の存続が危ぶまれるという

ことにつながるわけであります。そして農地があっても、おうちがあっても、林地があっても、

なかなか相続人がいたにしましても、そのものを相続をするという状況になかなかならないと

いうこともお聞きをしているわけであります。こういう状況でありますけれども、やはりどこ

の町も市も、我が町を活性化をしていくためにいろいろと工夫をしながら施策を打っていると

いう状況にあることは間違いありません。ですけれども、全体のパイが減らないわけでありま

すから、どのような方法で、その良さを訴えて、皆さんに支持をしてもらうかということが問

われているというふうに思うわけであります。まず、一番最初にお聞きをしてみたいと思いま

すけれども、１３年前に４つの町が合併をしました。そのときのそれぞれの町の人口と、そし

て現在の人口をお知らせ願いたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 町民課長。 

○町民課長（坂本伸次） 合併時の人口と現在の人口ということでございます。旧町単位で申し上

げます。平成１７年１月末での人口でございます。旧芸北町２９８３人、旧大朝町３４３１人、

旧千代田町１万７５２人、旧豊平町４４３０人、合計で２万１５９６人です。１月末現在での

人口でお答えさせていただきます。芸北地域２２３８人、大朝地域２８９２人、千代田地域１

万３９９人、豊平地域３４７６人、合計で１万９００５人となっております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） １３年たてば、今の人口になって１万９００５人ということでありました。

さて、何人減ったということになるのかなと思いますけれども、２５９１だろうというふうに

思いますが、それはパーセントで言えば、１３年たって、多分１２％が人口減になったという

結果であります。そして、先ほどお伝えいただいた芸北地域の現在の人口は２２３８人、この

１３年間で減った人数は２５９１人ですから、減った人数のほうが多いという結果を示してい

るということであります。これが県内でも割と人口減が少ないよというふうに今思われている

部分もあります。当然、社会動態である転入と転出の関係では、この北広島は割と転入のほう

が多いよと、転入と転出と比べたときに際立って転出者が多いよということではないという町

であることは間違いないだろうというふうに思うんですが、亡くなられる方、出生ということ
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で、全体的な人口が減っていると。これから先はどうなるのかというと、何もしなければ、か

なりのスピードで、また人口減が進むということになるだろうというふうに思っています。そ

こをどう食いとめるか、どう定住を図っていくか。きょうの午前中の同僚議員も定住問題につ

いて質問されました。やはり今どういう形で町を盛り上げていくか、活性化に向けていくかと

いうことが非常に大切になってきています。私も昨年の９月にほぼ同様の質問をしたわけであ

りますけども、半年後にまたこうして質問したいというふうに思ったのは、やはり人口の減少、

そして跡取りが、担い手がなかなかいないという全体的な状況を見たときに、やはりみんなで

考えて盛り上げていこうということが必要であろうということで質問させていただくというわ

けであります。まず、家屋の部分から質問してみたいというふうに思いますけども、今現在、

空き家が、以前調査されたことがありますから、お聞きをしましたけども、現在把握しておら

れる空き家は何件あって、住むことができる可能性のある家が何件で、そしてまた、危険だよ

というふうに思える家屋がどれぐらいあるのかをお聞きしてみたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 空き家対策の関係をしておりますので、建設課のほうからお答えさせて

いただきたいと思います。ご質問の空き家件数でございますが、平成２６年に調査を一度して

おります。それ以降、異動があった者を中心に現在データベース化ということで整理をしてお

ります。その範囲内でお答えをいたします。平成２９年の１２月時点での空き家の件数は１２

５０件、そのうち利用が可能と思われる家の件数は９４６件、また、倒壊及び倒壊の危険性が

ある危険家屋は１５３件というように把握をしております。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） １２５０件の空き家があるうち、居住可能な家屋が９４６件、危険な家屋

が１５３件ということでございましたけども、まず、居住可能な家屋をどのような形で生かし

ていくことができるのか、当然個人のものでありますから、すぐさまどうこうするということ

には当然ならないというのは承知をしておりますけれども、何らかの方法で協力していただい

て、住むことができる家でありますから、何とかそのことを住めるような状況に持っていき、

定住につなげるというふうなことができないだろうか。まず、その調査をされて、その活用に

は目的が必ずあるわけでありますから、どのようにしようというふうに９４６件の結果として

ある、住めるだろうというふうに思っているものを、どのようにこれから先、調査の目的がど

こかにあるはずでありますから、そこを含めてお聞きをしてみたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） 空き家の活用ということでございますので、企画課のほうからお答え申

し上げます。この調査をした結果に基づいて、どう取り組んだのかというところでございます

が、空き家調査の中で、本町が取り組んでいる空き家バンク等での空き家活用ございますとい

うふうな、知ってますかというふうな質問も中にはあります。その中で、そういう方に、興味

を持っておられる方に空き家バンクの利用はどうですかというふうなご案内を差し上げたとこ

ろであります。その中で何件か登録しようということで、空き家バンクの登録件数が増えた状

況もあります。その結果として、成立件数も増えているというふうなことがございます。しか

しながら、居住可能な空き家の件数は９４６件、かなりあるということでありますけども、空

き家の所有者の方の認識として、これは今は住んでないけれども、年に何回か、あるいは、た

まに帰ってくるんで、そのまま所有していたいと。空き家という認識はないというふうな方も
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かなりおられますので、そこら辺の所有者の意向もしっかり踏まえながら、活用というものは

考えていかなければならないと思っております。働きかけについては、地元の方ともお話を伺

いながら、所有者と連絡をとれる方法をとって取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） ９４６件のうち、なかなか思いがあって、どうぞ住んでくださいという状

況にはないというのもわかりますし、行政報告を見れば、空き家バンクに登録されているのが、

成約した件数が２３件というふうにありますから、少しずつではありますが、住んでいただく

ことができるというふうになってきているというふうには思いますが、さらに、このことを進

めていく、やはり新築住宅、あるいは賃貸住宅にお住みになっていただくというのも大変あり

がたいことではありますけども、やはり住める家を見るにつけて、何とかこの町に、この地域

に住んでもらえんものだろうかなというのが地域に住んでいて思うわけです。かなり何年も空

いたままであるけども、いい家だがのうというふうに思うわけでありますが、それがなかなか

そこから先一歩も、地域の方も含めて、そういう作業をしていく必要があるのでしょうが、ま

だいま一歩そこまで物事が進んでいないということだろうと思います。ぜひ、行政が一気に突

き進むということにはならないと思いますけども、いろいろな形で、居住者をふやしていくた

めに北広島の地域に貢献をお願いできないですかというふうなアピール、啓発をしていただけ

ればというふうにも思います。そしてもう一方では、もう随分、ここは住んでおられないし、

いつ崩れるんかわからんし、危ないしという危険特定空き家というんですか、そういうものも

たくさんあると、それが１５３件なのかどうかわかりませんけども、そのものも私９月に質問

しまして、どうなのというふうに言いましたら、なかなかそのことが前に進みつつはあるけれ

ども、進みつつある件数もあるけれども、そうでないものもあるということでありました。例

えば、９月にも言いましたが、地域の方が危ないから何とかなりませんかということを役場に

伝えても、そこから先どうなったよというふうなことが返ってこない、返ってこないけども、

依然として危険家屋は存在しているということであります。やはりそれは地域の方たちは心配

している。それを全体的にまとめている町自体が何かを働きかけをしていくという部分が、ま

だ足りないのかなというふうに思いますけども、そこら辺の取り組みと、今まで取り組んだけ

ども、どうであるよということも含めてお聞きをしてみたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 危険家屋ということのご質問でございますが、その中でも特定空き家と

いうことでございます。この特定空き家は、危険家屋、先ほど１５３件と申しましたが、その

中でも地域の方からの情報であるとかを中心に、現在調査をして、それから空き家対策協議会

において一応報告をさせていただいているもの、一応今特定空き家９件ほどあります。その９

件につきましては、現在、空き家対策等の特別措置法に基づきまして指導助言のほうへ今移っ

ておるような状況でございます。そのうち、現在、今の制度で、空き家再生等推進事業補助金

というのがございますので、それも紹介をしながら、除却へ実現するように現在努めておりま

す。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） ９件は、その取り組みを進めているということであります。手続的に踏ま

なくてはならない手順があるはずでありますから、そのとおりの手順で進んでいるだろうと思

いますが、今の法律では、その手順を踏んだ後であれば、たちまち、本来地方公共団体が除去
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するということは、本来しなくていいはずでありますが、そうは言っても危険が住民に及ぶと

いうことになれば、当面、経費を見てでも除去していくと。そしてまた、その所有者の方に請

求をするというふうな手順になるんだろうというふうに思いますが、そのような手順でいくと

いうことで間違いないのか、そういうふうな方向まで考えなのかどうかをお聞きしてみたいと

思います。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 空き家対策特別措置法の中には、当然助言、指導から勧告、それから命

令、最終的には行政代執行という視野を持っておりますので、最終、最悪といいますか、最終

といいますか、そういうときには行政が法的に手段を行うということになろうかと思います。

ただ、法律でも一応定めがありますけども、それぞれの段階においては、当然聞き取りである

とか説明であるとか、それから、それなりの改善の猶予の期間が要りますので、それらは当方

に瑕疵がないということを確認しながら進める必要がありますので、時間的なものはやはりか

かるということは了解いただきたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） 先にお聞きをすればよかったんでしょうけれども、２９年度の時点で、空

き家が１２５０件あって、住めるだろうと思えるのが９４６件、そして特定空き家が１５３件

ということで、今、トータル的には全ての数字が足し算したら合うんですか。合わんとすれば、

合わないところの部分は、どこに該当するのかなというふうにお聞きしてみたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 空き家と思われるといいますか、そういった家で位置づけしている空き

家が１２５０件と申しました。それから危険家屋で倒壊、それから倒壊の危険性があるもの、

これが１５３件、それから利用可能なものが９４６件と申しました。まだ全部で１，２５０件

にならないわけですが、それには大規模な改修が要ると。倒壊までは危険性はないけども、今

住める状態ではないというものでありますとか、簡易な建物だけであるといったようなところ

が、まだその他として位置付けがございます。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） 了解をしました。それでは、今度は、いずれにしても今の状況を調査した

ものをさらに次に進めていただくと、危険なものは危険なように扱い、あるいはまた住めるも

のは住んでいただくような方策を考えてもらうということで終わりにしたいと思いますけども、

次に農地の荒廃についてお聞きをしてみたいと思います。これも９月にも質問しましたから、

数字が動いてなかったら、そのままだろうというふうに思いますが、農地の荒廃面積、それか

ら林地も含めてでありますが、それも荒廃しているもの、そして手入れができていて伐期、切

る時期がちょうどぐらいになってるよというものの面積もお聞きをしてみたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） 農地の荒廃面積、林地の総面積等、手入れのできている伐期の林地の面

積という質問でございます。農林課のほうからお答えをさせていただきます。農地の荒廃面積

については２０１５年の農業センサスの統計数字によりますと、耕作放棄地として約２６２ｈ

ａとなっております。それから林地の総面積約５万３３０８ｈａでございますけども、個人所

有の人工林で伐期と見込める５０年生以上の面積でございますが、これ約４９８５ｈａです。

なお、その人工林が手入れができているかどうかについては把握はしておりませんけども、毎
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年３００ｈａ程度の間伐は計画的に実施をしているところでございます。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） 農地の荒廃面積でありますが、去年の９月のときには、これも農業センサ

スの数字でありましたが、２６２ｈａというふうに聞いてますが、農地は。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） 耕作放棄地ということで２６２ｈａが農業センサスに載っている数字で

ございます。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） その数字は聞いてたので、耕作放棄地イコール荒廃地というふうに理解を

してもいいんですね。それであれば、合併をした当時からいうと３６ｈａ耕作放棄地が増えた

ということでありますが、だんだんに耕作ができないという状況が広がりつつあるということ

でありますし、林地にしても増えているんだろうというふうに思います。この林地の面積の見

方もなかなか難しいところもあるかもしれませんが、９月にお聞きをしたときには、合併時と、

２０１５年でいえば２３０ｈａ荒廃地だというふうに捉えられる面積が増えているという結果

をお聞きをしておりますが、そこは間違いございませんか。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） 林地の面積でございますけども、平成１７年、センサスの数字ですけれ

ども、５万３５３８ｈａ、平成２７年が５万３３０８ｈａ、林野面積が減っているわけでござ

いますが、これがすべて荒廃という定義はどこにあるかというのもあるんですけども、全て荒

れているという場合だけではないというふうなことは推測をしております。例えば林地を別の

用途に移したということも恐らく入っているのではないかというふうに考えます。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） 荒廃農地のことについては、また、もう少し詳しく質問して答えていただ

くということになりますけども、林地については、かなりの本当にこの町でいうたら８６％ぐ

らいが林地ではないかというふうに思うわけです。そのぐらい広いわけでありまして、その広

い面積を手をつけずに物事が進んでいくと、本当にもう有害鳥獣のすみかになってしまうとい

うことが考えられます。今、伐期の時期を迎えていても、なかなかお金にならないから、木を

切ることができないんだというふうなことも社会状況としてあろうというふうに思ったりしま

す。この町には木材、中国木材という呉に本社がある企業もあるわけでありますが、そういっ

た木を遠くから持ってこなくても、すぐ近くに、せどに木があるわけですから、裏山にあるわ

けですから、それを使うというふうなことにつなげるということにはならないのかどうなのか、

あるいは、そういうふうな方向に目を向けてやり始めているよということがあるのかどうかお

聞きしてみたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） 戦後、木材需要が高まって、それから、かなりの木を出して、その後植

林をしたものが今伐期に入りつつあるというのが状況であろうかと思います。近くに木材関連

の業者があるということでありますので、できれば、そういうところを使って木材を出荷して

いただきたいというところがあります。しかしながら、議員ご質問のとおり、木材価格という

のが低迷をしておりまして、なかなか切って出せないというふうなことがございます。一方、

せどやま再生というふうなことを取り組まれている民間の方もいらっしゃいます。木を使った
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新しい暮らし、豊かな暮らしというふうな取り組みも可能ではないかというふうに考えます。

以上です。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） 私がタイトルに上げておりました「ふるさとは守れるか」ということであ

りますが、これだけ広い山林があるところで、山林を何もせずに経済の状況だけで判断をして、

このまま戦後大変な苦労して植えた木が伐期になっているのに、それを切ることもできないと

いう本当に寂しい状況があるわけであります。そこを町を挙げて、岡山県の真庭市ではありま

せんけれども、市を挙げて、ここは町を挙げて木材の町という状況で、産業を立ち上げるぐら

いのことにはならないのだろうかと。せどやま再生事業の話もありましたが、そういうところ

へまたかかわりを持っていく、そしてそれは今、芸北の地域だけでありますが、それを大朝、

豊平、千代田に広げて木を使っていく、エネルギーもバイオマス、木のほうに変えていくとい

うふうな発想の転換も必要なんではないのかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） 発想の転換ということでございます。確かに北広島町、森林面積が多く

て資源があるということでございますので、可能な限り、そういうふうな発想の転換をしなが

ら使っていくということは必要であるかと思います。ただ、一方では経済性の問題もございま

す。赤字になるということがわかっているまま、その木を使っていくというのもなかなか難し

いものがございますので、その辺については検討していくべき、あるいは大きな課題であると

いうふうに認識をしております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） やはり資源があっても、財布の中にお金が入るというシステムができない

と次に進みにくいというのはおっしゃるとおりなんです。おっしゃるとおりでありますから、

現在がそうなんです。そこを財布に入るのを何らかの方法で協力、あるいは努力をして、財布

に入るのを増やしながら、あるいは有害鳥獣や、あるいはキノコや薪が何とか生産過程の中で

収入につながるという一つのシステムが今模範としてせどやま再生事業にあるわけであります

から、そういうところを見て、さらに次へ進めていくということをしない限り、経済の理論だ

けでは物事が進まないということにしてしまえば進まないわけであります。ふるさとは守れな

いということにつながってくるわけであります。そこをもう少し、今すぐにどうこうの結論を

出してくださいというわけにはいきませんから、これからやはり真剣にお金が要ることかもわ

からんけども、ふるさとを考えたときに、こういう方策も考えられるよということで、しっか

りと見つめてもらわにゃならんかなというふうに思います。林地のことは、そのぐらいにさせ

ていただいて、今度は農地のことに入りたいと思いますけども、農地の面積も合併時と、今、

２０１５年の農業センサスのデータをいただきましたけども、９０ｈａ荒廃地が増えたという

結果でありますけども、その増えた結果、あるいはまた、どんどん増えようという状況にある

というのは、作ろうとしている人がやはり高齢化をしてきて、なかなか管理ができないという

状況になってきている。本来、個人の所有でありますから、個人が責任を持って管理をしてい

かなくてはならないというのは当然のことであります。ですが、それが難しいが故に農業法人

であったり、あるいは個人の方にお願いをしたりというふうな形で、自分方には農業機械がな

いから、よう作れんけども、農地を荒らすということ自体が犯罪であるから、してはならない

ことであるから、先祖に対して申し訳ないからということで、収入にならなくても、自分の財
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布から支出をしてでも荒らしてはならんということで、作っていただくということが本当に私

の身近なところでもあるわけです。本当に農業自体がしんどいよというのもあります。ですが、

現実的に誰かに預けようというふうにしましても、なかなか預かってもらえるところがない。

言うてみれば、企業として、例えば具体的な会社名言ったらいいのかどうか分かりませんけど

も、ＮＥＸＣＯさん、あるいは農林建公社についても本当によくやっていただいていますけど

も、それも請負ができる面積が雇っている人数や機械の量によって、機械の所有によっていろ

いろ限界があるわけでありますが、そこにお願いしても、もういっぱいなんですという状況が

あります。その状況をまずご存じであるか、情報的に知っておられるかというのをまず先にお

聞きしてみたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） ただいまご質問の大規模な事業者につきましては、そのようなこともあ

るというふうなことは、一方で伺っております。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） お聞きになっておられるということでもありますし、本当に役場のほうに

答えてもらわにゃならんということでも、本当はないんです。所有者の責任において、何らか

の方策をとるというのが当然のことであります。大前提であります。その大前提がなかなかう

まくいかない、思いが伝わってもやっていただくことができないと。そのことの結果が荒廃地

を生んでいくということに実際つながって、本当に社会的な問題になってきつつあります。そ

こで、そういう方たちと話をしますと、今の農林建公社さんあたりにお願いしても、拡大をし

ていくという幅がもうないということになれば、そういう企業を、株式会社で立ち上げて担っ

ていただくというふうなシステムはできないのでしょうかという話になるわけであります。私

もそういうふうな会社ができて、耕作できる農地は全て耕作していますよ、我が町はというふ

うになればいいんでありますが、なかなかそのようなことになっていないということでありま

す。そこで今、経営拡大、農地を借りて、作って、荒廃地をなくしていこうというような取り

組みをしようと思えば、今行政のほうに知っておられる情報の中で、そういう起業、農業で何

とかやっていこうという生業を起こそうというような企業さんあたり、あるいは、そうでなく

て、こういう方法で農業を継承していこうというふうな新しい耕作があるんだよというふうな

ことがあればお聞きをしてみたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） 大切な農地、これを必ず預かって、必ず耕作するということについては、

なかなか今の経済状態の中では難しいのではないかというふうに感じがします。持続的な農業

を行っていくにはやはり担い手といいますか、農業生産法人を含めて、あるいは農業を行う参

入企業を含めて、それらが経済活動が持続的に行っていけるような支援をしていく。これが今

やれる最善の方法ではないかというふうに考えております。行政としましては、直接その経営

に携わることはできませんが、例えば今大規模な経営体にとって経営上の困難となっているの

は集積農地が分散しているというふうなことでございます。あるいはまとまった農地が使えな

いというところでございますので、行政としては農地の集積、これについて力を入れていき、

それら農業経営体のほうの支援をさせていただきたいというふうに、このように考えます。以

上です。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 
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○１０番（梅尾泰文） 農業も収入になかなかなりにくいということでありますから、拡大をして

でも作っていこうという状況にはありません。やはり日本の政府がしっかりと農業を支えてい

くというふうな状況が今ありません。米の直接支払いの反当当たり７５００円というのも今年

度からなくなるというふうな状況で、ますます農業、あるいは水稲離れに拍車をかけるという

状況が出てくるわけでありますが、今、法人、大型農家、株式会社という団体が水稲の耕作を

しておられる面積と、まだ個人がしっかり作っておられるということもあろうと思いますけど

も、その比率は今どのぐらいでありましょうか。個人と、それから個人でない団体がつくって

おられるという水稲の割合は。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） 個人でない農業経営者、法人経営体というところで見ますと、水田のみ

の農地の集積率でございますが、町全体に占める割合は、平成２９年７月現在で約２６％とい

うことになっております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） 水稲に限ってでありますから、個人が作っておられるパーセントが２６％、

反対ね。個人が作っておられるパーセントが７４％ということですね。はい、分かりました。

いやびっくりしたんです、私、反対に捉えて、そんなに個人がつくる面積が少ないのかという

ふうに思ったわけですが、分かりましたけども、まず今、個人が作っておられる７４％の方が

高齢化が進んで自分ではとてもできないということで、個人が個人にということももちろんあ

りますけども、個人が個人にお願いするのが本来ではありますが、なかなかこれも難しいよと

いうふうになった場合に、どこかの機関があっせんをしてくれるとかいうふうな状況がありま

すか、どうですか。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） 個人が農地を高齢化等で耕作できなくなったということになった場合ど

うするかということでございますけども、行政としては、昨年８月より担い手への集積と集約、

それから耕作放棄地の発生防止、解消等を進めるために農業委員会において、農地利用最適化

推進員、これを２４名任命をされました。耕作ができなくなった場合、まずは農業委員ととも

にこの推進員の方々にご相談していただければというふうに考えております。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） 耕作のあっせんではなくて、そういう状況になったときに農業委員の推進

員に相談をして、新たな方策を生み出していただくということになるのか、いや、相談しただ

けよ、農地転用して何とかしなさいというふうなことになるのか、そういうことじゃないんだ

ろうというふうに思いますが、もう少しそこのところ詳しくお願いしたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） 農地利用最適化推進員につきましては、ただ聞くだけというのではなく

て、まず、状況を把握させてもらい、それから近隣の担い手、農業法人、あるいは大型農家の

ほうにつないでいただけるというふうな役割を担っていただくように思っております。以上で

す。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） そこまでの方策が本当にできるのであれば安心していられるんですけども、

周りを見たときにおってなかったら、やっぱり作ってもらえる人がおってないのかなというふ
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うに思いますが、やはりそういうことになりますか。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） 農地にもいろいろありまして、かなり耕作放棄が進んで、元に戻すのは

困難である。あるいはトラクターやコンバインが入らないような農地もあるかと思います。一

方で圃場整備をされた優良農地もあります。そこら中心になるかとは思いますが、それらにつ

いては可能な限りと申しますか、担い手、あるいは大型農家さんのほうに作っていただけるよ

うに、また推進員さんのほうを通じてのお願いになるかと思います。議員おっしゃられるよう

に完全にと、１００％にということにはならないかとは思いますけども、この２９年度から取

り組み始めたものでございますので、しっかりと進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） じゃあ、２４名の推進員さんの方に相談をすれば、しっかりと取り組みを

していただけるというふうに理解をさせていただきたいというふうに思います。それでいろい

ろと農地を持っておられる方が農地を相続したり、次の担い手に、あるいは自分の息子や娘で

なくても他人の方にお譲りをしたり、あるいは貸してあげたりということで農地を利用すると

いう状況にあればいいんでありますが、昨今のいろいろ状況を聞きますと、家も町に建てたか

ら、田舎の家はいらない。農地も作る気はないからいらない。山があるのは知ってるが、どこ

にあるのか分からん。兄弟は何人かいるけども相続をしたくない。頼むから、家の兄弟の家内

でもめるというふうなことを聞いております。仮にそういうふうな状況になった場合に、その

所有している財産はどうなりますか、流れとして。お聞きをします。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） ご質問の趣旨としては、相続放棄をしたという、相続人全員が相続放棄

をしたということでよろしゅうございますか。相続放棄ということになりますと、相続財産、

これについては利害関係人からの申し立てによりまして、家庭裁判所が相続財産管理人という

のを選任するそうです。相続財産管理人については、相続財産の整理をし、借金などの負債を

支払い、一定期間を定めて権利を主張する者がいないかを調査し、相続財産を清算されます。

最終的にマイナスとなれば破産し、支払い義務の免除を受け、もしプラスとなれば、国庫へ帰

属をするということでございます。財務省の公表されているデータによりますと、相続人不存

在による国庫への帰属の件数については、毎年３０件程度で、まれなケースであるようでござ

います。この時点の問題は、家庭裁判所にも誰も相続財産管理人の選任を申し立てないという

ふうな場合でございまして、選任の申し立てについては、裁判所に約数十万円から１００万円

の予納金を納める必要がありますので、財産を整理する中で、この予納金を上回る見込みがな

いと申し立てをする人がいなくなってしまいます。結局相続されない状態が続くことになりま

す。死亡した方の名義のものが永遠に存在することになります。そういうことにもなりますの

で、法的整備を望む声があるようでございます。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） 相続放棄をすれば、最終的には、いろいろ家裁を通じてというふうなこと

もあるのかもしれませんが、国に帰属をするということのようであります。仮に納税義務があ

るけども、ずっと相続放棄をするつもりであるけども、その間何もしなかったら、例えば農地

の財産を差し押さえして、物納で納めるというふうな方法もあるというふうに思いますが、そ
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れはまた次の機会で聞くとしまして、相続放棄の部分ではございませんけども、農地は持って

いるけども農地を処理をようしない、草刈りをようしない、近所の人に非常に迷惑をかけてい

る、町にいるから帰ってくることもできない。草刈りのために帰ってくるわけにいかないとい

うふうな放棄地の場合、近所の人たちが何とか荒れている農地を近くの人たちで草刈りをして

でも悪い環境を残さないというふうなことをしようと思っても、人のものを勝手に草刈りをす

るわけにもいかんし、そういうふうな状況のときには何かいい方法がありますか。 

○議長（伊藤久幸） 農林課長。 

○農林課長（落合幸治） 基本的に所有者が現存しておられて、いらっしゃる。ただ管理ができな

いということでございますが、個人の財産権というものがありますので、大変難しい問題であ

ると思います。基本的には所有者の方に自らの財産、これを管理していただきたいというふう

に思います。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） 今回は一問なんで、ゆっくりいけるかなというふうに思いましたが、もう

あと１分ちょっとしかないということであります。まさに急いでいきたいと思いますけども、

まず、ふるさとは守れるかということのタイトルでありますから、非常に範囲が広いわけであ

りますし、通告をしておりますが、今年度の当初予算の一般会計でありますけども、１４６億

余りの当初予算が組まれておりますけども、これは、この町でいう、健全な財政規模だという

ふうにお考えになっておられるかどうかをお聞きします。 

○議長（伊藤久幸） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） 本町の適切な予算規模というご質問でございます。まず、額でございま

すけれども、昨年度の骨格予算が１４４億１０００万円、６月の肉付け予算を合わせますと１

４６億７０００万円、過去５年間の平均の予算額は約１４９億円余りという規模からいえば、

平成３０年度当初予算の規模は横ばいという状況にございます。しかしながら、一般財源歳入

が減少し、財源不足を基金の繰り入れで賄っている現状を考えれば、平成３０年度当初予算は

適切な規模とは言えないかもしれませんけれども、災害復旧や子育て環境の充実など、今必要

と考える事業は反映させる一方で、行政改革や投資的経費の削減などにより、現状でできる限

りの削減を行った額を予算として計上してございます。健全な財政規模につきましては、明確

な基準があるわけではございませんけれども、一つの目安としましては、合併特例加算の廃止

分だけは確実に一般財源が減少することを考えますと、本町におきましては１３０億円台での

予算編成が健全な財政運営を行っていくために妥当な規模と言えるのではないかと考えており

ます。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） 答弁は私が思っていたのと同じことでありますから、再質問はしません。

次に、合併前の旧町、どの町にもほぼ同じ施設がありますけれども、その施設が古くなったか

ら立て替えるよということで、やはり同じものが同じところにだいたい建てられるというふう

な状況があるかとも思いますが、この際、やはり町が一つになったわけであります。その中で、

やはり財政的なことも考えながら、勇気を持って、どこかに集積をしていこうというふうなこ

とが、これから先必要になってくるんではないかというふうに思いますけども、町長のほうに

答弁を求めたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 財政課長。 
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○財政課長（信上英昭） 本町におきましては、合併以前に整備したスポーツ施設をはじめとし、

利用目的が同様の施設を数多く保有しております。その公共施設が今後改修や更新時期を迎え、

多額の費用が見込まれることから、施設の長寿命化、さらに維持管理に係る財政負担の平準化

や軽減を図ることが喫緊の課題となっております。町全体では、公共施設等総合管理計画に基

づく基本方針に沿い、施設の適切な維持保全に努めるとともに、施設の総量の適正化の観点か

ら、今後２５年間で床面積の３割削減を目標としております。今後は、施設ごとの老朽化の状

況、地域の特性や利用状況などさまざまな観点から検討を行うとともに、住民、関係団体等と

の理解を得ながら、管理計画を着実に推進していく予定としております。以上でございます。 

○議長（伊藤久幸） 梅尾議員。 

○１０番（梅尾泰文） 痛みを伴うということもあるかもしれませんけども、やはりしっかりと取

り組んでいただきたいというふうに要望して終わります。 

○議長（伊藤久幸） これで梅尾議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。１５分より再開

いたします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午後  ３時 ０３分  休 憩 

 

午後  ３時 １５分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（伊藤久幸） 再開します。次に、６番、森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） ６番、森脇誠悟でございます。先に通告をしております豪雪寒波時のインフ

ラ確保にどう取り組むかということで質問をさせていただきます。今年は雪も少なく、暖かい

冬になるのではと思っておりましたが、１月中旬に数年ぶりの大雪に見舞われました。一度に

こんなにたくさんの大雪に見舞われたのは昭和３９年の豪雪以来だというふうに言われる方も

あります。また、この大雪と同時に、１月、２月と大寒波にも見舞われ、ダブルパンチを受け

ました。このため住居や農業施設等の倒壊や破損、また水道管の破裂などの被害が多く発生を

いたしました。被災されました皆様に心からお見舞いを申し上げます。さて、この大雪と寒波

により、道路の除雪作業の遅れや停電、水道管の破裂などの原因による断水など、住民生活に

大きな支障が出ました。自然相手であり、住民個人や行政の対応も大変難しいところがあろう

とは思いますが、被害を、住民生活の支障を最小限に食い止めるために、行政責任として、今

年を教訓としてその対応策を再検討する必要があるように思います。そこでまず、道路の早期

除雪と積雪による倒木の処理対策についてお聞きをいたします。新聞でも大きく報道されてお

りましたが、除雪業者の方は、通勤、通学等に支障が出ないように、朝早く、３時、４時ごろ

から、まだ暗いうちに除雪作業をしていただいており、そこに住む者とすれば大変感謝をして

いるところでございます。幹線道路から除雪されるということは物の道理でありますが、今年

のように短時間で大雪に見舞われますと、早朝１～２時間前に除雪した道路がまたすぐに雪に

覆われ、出動基準の１５ｃｍをオーバーし、除雪したところをまた除雪する、そういう必要が
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ありました。幹線道路が済んで、支線の除雪に入るのが相当遅れる状況が生まれてきました。

住民は少しでも早い時間に支線も除雪をしてもらいたいと期待をするわけですが、除雪業者の

数が現状で十分に足りているんだろうか。新聞報道を見ますと、県内の除雪業者は、過去から

比べると公共土木の減少等でだいぶ少なくなっているというふうに報道されておりましたけど

も、本町の除雪業者の数は現状で十分足りているのかどうか、お聞きをしたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 除雪業者の関係で建設課のほうからお答え申し上げます。除雪委託は毎

年ほぼ同じ業者、それからだいたい同じ路線ということでお願いをしてきております。従いま

して、基本的には、需要に対して必要最小限の体制はとっていただいているというふうに思っ

ております。例年ですと、先ほど議員の質問の中にもありましたように、過不足なくとまでは

いかないかも分かりませんが、除雪はできていたわけですが、今年の降雪につきましては、平

成２３年に同じような異常な降雪がありました。そういったことで想定以上に除雪が手間取っ

てしまっております。受託していただいている業者には早朝から夜遅くまで作業していただき

まして、頭が下がる思いでございますが、どんな寒波でも十分に対応できる体制というのはな

かなか難しい状況にございますので、記録的な寒波のときには、何かと使用者の方には多少は

ご迷惑をおかけするということで、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 毎年同じ業者に同じ路線をやっていただいておるということで、今年のよう

な大雪はある意味我慢をして待ってもらうしかないということですが、今の現状として、これ

以上業者なりを増やしたり、そういった除雪の機械を増やすということは難しいということで

よろしいんでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 議員の質問にございましたように、基本除雪業者の多くはやはり土木業

者が多いということがあります。近年のインフラの整備、なかなかままならないような状況の

中で、土木の業者も減少してきていることは、これは全国的な流れで当町も例外ではないと思

います。ただ、今は各所では、いろんな土木業者だけではなくて、レンタ会社でありますとか、

それからシルバーセンター、それから森林組合などの協力も得ながらさせていただいておりま

す。当初ご説明申し上げましたように、通常の場合だと、足りないと思えば多少業者さんも車

両の購入ということも考えていただけるかと思いますが、それもずっと維持をしていかなけれ

ばならないということで、なかなか大雪のときにはいかないかなと思います。今年度、そうい

ったこともありまして、待遇改善ということと維持ということで、委託料も多少見直しをかけ

ました。それから除雪機の購入もいたしまして、もう除雪機が維持できないと言ってされると

ころには貸与するという形で、できるだけ維持をしていこうというふうには努力をさせていた

だいております。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） また後で質問をさせてもらいますが、機械の維持管理ということもあります

し、それから新聞報道、これまでも同僚議員のほうからありましたが、オペレーターが人数が

減っておる、あるいはもう高齢化になりつつあるというふうな問題もありましたし、雪の、み

んなぎりぎりいっぱいの路線を各業者委託をされているんだと思いますが、業者によっては若

干早く除雪が終わるというふうな業者もあるんじゃないかと思いますが、そういった応援体制
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というふうなことも、あまり遠いですと除雪の機械を運ぶということが大変ですが、そういっ

た応援体制というふうなこともまた検討していただければというふうに思います。それから次

に、町道の除雪費予算、昨年の１２月議会で約１億２０００万円、このたびの３月補正で約２

億円の予算が計上されております。合計３億２０００万円の予算となっております。昨年の決

算額が２億３０００万円ですから、約１億円の増額となっております。それだけ多く雪が降っ

たということでありますし、日々の生活を維持していくためには必要不可欠な費用だというふ

うにも思っております。県の場合ですと、今朝の新聞には約１１億円の除雪費予算を組んで、

昨年に比べて６５％の増だという記事が載っておりますが、県にしても市町にしても大変な状

況で、ある自治体には県を通じて、国のほうにも特別な予算を組んでいただくように陳情され

たという声も聞いておりますが、ぜひ、本町もそういう機会がもしあるのであれば、ぜひとも

そういった要請をお願いをしたいと思いますが、さて、除雪機械の維持修繕管理費が機械の所

有数や型式にもよると思いますが、年間数百万円もかかる業者もあるというふうにお聞きして

おります。その経費は、実績による町からの、もちろん県もあるんですが、行政からの除雪委

託料で賄われているのかお聞きをします。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 除雪費の委託料でございますが、主には機械の損料と、それから稼働実

績に応じた機械の経費、それから人件費で構成されております。一応、これは県と同様の基準

で積算をさせていただいておりまして、実際には多少過不足が生じているような場合もあろう

かとは思いますが、当方としては一応適正価格でお願いしているものと思っております。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） ですから、除雪の人件費とかトータル的な除雪に要する費用は、全て積算を

して、その積み上げで委託料が決まってるということですね。先ほど言いましたように、今年

は２億２０００万円の除雪費が計上されているわけですが、雪の少ない年があります。という

場合には、業者は委託料が少ないわけですし、機械の車検であるとか人件費の場合は、ほかな

土木工事等に従事されるんかも分かりませんが、使っても使わなくても、そういった車検代と

いいますか、機械の維持費というものはかかるんじゃないかと思いますが、そういったことで、

業者のほうで赤字が出るんじゃないか。そういうことは考えられないんでしょうか。先ほど若

干の収支で差はあるというふうな答弁でしたが、いかがでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 降雪の状況によって、当然稼働日数は変わってくるわけでございまして、

それに伴いまして委託料も変わってまいります。ただ、先ほど申しましたように、委託料の構

成としては、機械損料というのを別途に見ております。この機械損料でございますが、ある程

度の基準値設けてありまして、それを下回らない中で、最低限の基準値がありまして、それで

一応契約をさせていただいておりますので、恐らく古い機械で修理費がたくさん要るとかとい

うこともあろうかと思いますが、国交省の定めた損料と、それと基準最低限の日数は一応契約

の中に盛り込まさせていただいておりますので、その中の経費でできているのではないかと思

っておりますが。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） あくまで業者のほうから、こういったことで赤字になるんで、維持管理が大

変だというふうな声はないということでよろしいんでしょうか。 
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○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） これまでは、そのような話はあまり聞いておりません。ただ、先ほど申

しましたように、もう機械だけではなくて、人の手配も大変ということで、機械を買ってまで

はというところがあったりしたことから、今年度除雪機を購入して、それを貸与しているとい

うような実情がございます。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 先ほどもオペレーターの方の高齢化が進んでおると、除雪のほうも大変危険

な作業ですし、新人がすぐにやるというのもなかなか難しい作業じゃないかというふうに思い

ます。すぐにというわけにもいきませんが、業者のそれぞれの経営方針等もあるでしょうが、

極力行政としてもオペレーターの養成ということに検討が必要なんじゃないかというふうに思

います。ぜひ検討を要望しておきたいと思います。それから除雪時に構造物が壊れる場合があ

ろうかと思います。ガードレールであるとか、道路を走る水が田んぼなり落ちないように、歩

道との境であるとか、そういった構造物があると思いますが、除雪作業が終わると、業者の方

がその修理を終わったところ、修理をされている姿をちょこちょこ見るんですが、この破損し

た場合の修理というのはすべて業者持ちなんですね。業者の責任としてやられているんでしょ

うか。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 一応そういった情報をいただきまして確認をさせていただきます。明ら

かに除雪によるものであるという場合には、業務上のことなんで除雪業者の方に修理を依頼し

ております。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 広い道路、幹線ということになると、例えば２６１の春木の辺、通勤時、車

もたくさんありますし、それからマンホールがずうっと埋めてあったり、それをきれいに取っ

たり、早く取りたいというところで、そういった事故も起きる可能性がありますし、マンホー

ルの蓋がどうもかかって、ちょっと上げて通ったりすると、除雪のやり方が悪いというふうな

苦情も届いているんじゃないかと思います。それから狭い道路につきましては、退避所の確保

であるとか、少しでも広く取ってもらいたいという、そこに住んでおる住民の願いもあります。

ぎりぎり通ると大きな機械ですので、ちょっとしたことで、今のような構造物を壊す場合もあ

ろうかと思います。業者のこれは技術的なところで、責任ということも分かりますが、先ほど

現場に行って見るんだということがありましたが、現場の状況であるとか、その破損原因の判

断等によって、そういった見極めによって、場合によっては町の出費も必要じゃないかと思い

ますが、そういったケースがこれまでも実態としてあったでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） ちょっと一般的なことからお話をさせていただきますが、除雪前には、

業者においでいただいて除雪会議というのを開かさせていただいております。その除雪会議の

中では、いろんなご要望をお聞きするとともに、それから町のほうからは、先ほどから話出て

ますマンホールでありますとか、橋のつなぎ目といったような段差がある部分は、ちょっと見

ていただいて、報告をいただきたいと。それを事故が起きないような未然の措置をさせていた

だくということにしております。それから除雪作業は、条件の悪いときが当然多いということ

で、そういった意味合いでも、同じ業者で同じ路線ということでさせていただいております。
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そういうことで、オペレーターも毎年だいたい同じところをやって、こういうところにはこう

いうことがあるとか、こういうところは少し広く開けとかないといけんとかいうところのこと

で対応できるのではないかなと思っております。先ほどの町が負担しなければならないという

ことは、今までにはないのではないかなと思いますが、大抵の場合が、そう大きな構造物を壊

すほどの威力は除雪機はないので、例えば先ほども申されました舗装のちょっと肩にアスカー

ブというものがあるんですが、それをがぶっと取れてしまったりとか、ちょっとコンクリート

を張ったところがそのまま削っちゃったよみたいなところがあるので、そんなに大きな工事を

お願いしているような実態はないように思います。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） どっちにしましても、業者の方も極力きれいに幅広くという思いを持ってお

られると思いますし、そこでいろんな事故が起きた場合は、ぜひ業者の声も聞いていただいて、

スムーズな除雪作業ができるように、行政とぜひ話し合いの場を持っていただければと思って

おります。次に、倒木の対応ですが、今年の雪は大変粘っこいといいますか、重たい雪で、各

地で倒木がたくさんありました。その倒木によって電線が切れ、停電もありました。中国電力

が総力を挙げて復旧作業に当たっていただきましたけども、なにせ大雪で現場に行くことがな

かなか難しい。除雪するにも倒木が邪魔をして除雪に時間がかかり、なかなかスムーズに除雪

が進まないという状況もありました。今年の場合は、先ほど言いましたように、大寒波が襲っ

ているときに停電ということで暖房機が使えません。ストーブも温風ストーブの方が結構いら

っしゃって、本当の反射板の灯油だけのストーブを持っておられる方も少ないですし、まして

やエアコンも使えません。水道も使えませんし、夜になると、なおさらのこと大変であります

し、高齢者の方はなおさらだったというふうに思います。こういうことは二度とあってほしく

ありませんけども、なにせ自然相手でありますので、これも分かりません。今後のためにも何

らかの対策といいますか、対応策が必要と思いますが、今のお考えがあればお聞きをします。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 倒木の関係でございますが、なかなかこれは議員おっしゃるとおり、予

測ができないということと、一番厄介なのは個人の持ち物であるということでございます。こ

れまでもいろいろそういった要望は寄せられておるし、ほかにも通告の質問の中にもございま

すが、当方が行います行為は、一応道路法に定められておりますところで、何人も道路に支障

を起こすような行為はしてはならないということの執行で、私どもさせていただいております

ので、事前の措置というのは道路の管理者としてはできない状況にあります。そのため、今回

も除雪中に倒木を発見した場合にも、その除雪オペレーターだけではどうしようもないという

ことがあって、なかなかその場では対応できないことが多くて、別途にまた倒木の処理をお願

いするということにならざるを得ないと思います。今年も地元の方で、そういったことがあり

まして、なかなか行けない状況がありまして、地元のほうで処理をしていただいたような事例

もあり、大変感謝を申し上げるところでございますが、ある程度、地元では予測ができる場所、

竹がいつも倒れてくるとかいったところがあろうかと思います。先ほど申しましたように、道

路管理者としては、実際に支障になった場合に、その行為ができるという立場におりますので、

なかなか臨機にしか対応できないわけでございますが、本来、立木の管理は、その所有者に帰

属されておりますので、できましたら、事前にということであれば、地元での対応ということ

でお願いして、多少、ご支援をいただきたいというところでございます。 
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○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 建設課長、答弁のとおりで、個人の持ち物を行政のほうが勝手に切るという

わけにはいかないというふうに思っております。今の話が出ましたので、併せて質問させても

らいますが、除雪のとき、あるいは、私も建設のほう、役場のほうへ夜遅く電話をして、何と

かならないかというような電話をさせてもらったことがあるんですが、それを待ってたんでは

とてもじゃないがやれんので、地元でやっていただいたということもあるんですが、緊急な応

急処置として、倒木をそのとき地元の方が切られたり、除雪業者の方が機械でちぎるようにし

て何とか除雪をするというふうなことがありますけども、その倒れた木の後始末、まだ法面の

ほうにへばりつくようにしてありますし、また、何とか車は通れるが枝がまだ道路にはみ出し

たりというようなことやら、田んぼのほうに落ちたりというふうなところもあります。こうい

ったものについては地元がやるものなのか、山林所有者がやるものなのか、それとも道路に倒

れたもので、行政のほうで何とかしてもらえるものなのか、今年のように、あまりにも延長が

長くて、数が多くて、とても行政では対応できないということになるのか、そこの見解はいか

がでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 今年の降雪の場合は例外中の例外ということにはなるんであろうと思い

ますが、伐採した木の処分は誰の責任かと言われましても、なかなか難しいところであろうか

思います。降雪に限らず、枝木が邪魔になるという場合が多々あるわけでございまして、だい

たいの場合が所有者ではなかなか切ることができない場合が多いんです。そういった場合は、

緊急度もありますし、実際に通行に邪魔になるという場合がございますので、所有者の了解を

いただいて、町のほうで処分までをしているような状況があります。できれば、それも全部委

託ということになりますので、できれば地元で処分をしていただければ、それが一番私どもと

してはありがたいわけでございますが、なかなかそれも難しいときには相談をいただければと

思います。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 法面のほう、地元で、その法面の草刈り等も地元でやっているところがほと

んどだと思いますが、そういった倒木の処理等も、今度また草を刈ったりするのにも邪魔にな

りますし、行政がすべて建設課のほうで、どこにどがあなものがあるかという把握も難しいと

思います。現実問題として地元にやっていただくのが一番手っ取り早いのかなと、処分も地元

のほうがしやすいのかなというふうな思いもします。今朝もその枝が突き出たのに、バックミ

ラーを開けて、めげたんだという大変かわいそうな事故に遭ったんだという声も聞きました。

というようなことで、事故にもつながる可能性が十分にありますので、無理だということにな

れば、地元にお願いをするようなお願い文でも区長さんを通じて、もちろん現場を把握するの

も先かも分かりませんが、行政でみな対応するということがあれば、今のような伝達を文書で

も、きたひろネットでも構いませんが、そういったことも必要じゃないかというふうに思って

おります。それから、今の降雪時の倒木処理ですが、停電、あるいは除雪がなかなか進まなく

て孤立状態になったようなお家はありませんでしたか、町内で。 

○議長（伊藤久幸） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 孤立状態になったといったような情報は、本庁、千代田の管轄というこ

とで維持のほうはさせていただいておりますが、支所からもそういった情報というのはいただ
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いておりません。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 孤立というのを何をもって孤立かという答弁のほうも難しいと思いますが、

あまり、全く外にも出れない、買い物に行けない、電気も来ないというふうな状況は、それが

続くというふうなことはなかったんだなと安心をしました。先ほど除雪会議を開くという答弁

がありましたけども、緊急時には、先ほども除雪業者だけでは難しいということもありました

が、ぜひこういった除雪会議で、そういった大雪のときの倒木というのは、除雪と倒木という

のを別個の方法で処理をするしかないんかなというのがあります。いつもあるわけではありま

せん、あっちゃいけんのですが、ぜひともそういったときにどういった対応をとっていくかと

いうのをぜひ除雪会議等で議論をしていただきたいと思いますし、応援体制がとれるか、業者

間で応援体制がとれるものか、今の体制ではなかなかそれぞれが精いっぱいで難しいというこ

とになれば、また違う手だてをぜひ検討が必要なんじゃないかというふうに思っております。

どうするかというのは今難しいでしょうから、ぜひ今後に向けて検討していただきたいと思い

ます。これで除雪についての質問は終わらせていただきたいと思います。次に、配水池の水位

低下による断水をどう防ぐかということについてお聞きをします。昨日、全員協議会のほうに

おきまして、担当課のほうから、このたびの時間断水、あるいは給水制限の経緯等について報

告を受けましたので詳細の質問は控えさせてもらいたいと思いますけども、今後の対応策につ

いてお聞きをしたいと思います。まず、若干の答弁をお願いしたいと思いますが、まず、１月

１５日からの町内工業団地の時間断水、それから２月１０日、１１日の深夜０時までの給水制

限を行った原因というのは何か、何であるかお聞きをします。 

○議長（伊藤久幸） 上下水道課長。 

○上下水道課長（中川克也） １月の千代田地域におけます工業団地などの水道利用、大口企業を

対象とした時間断水の原因でございますけれども、議員おっしゃられますように、壬生の配水

池の水位の低下ということで、やむを得ず、時間断水を執行させていただいております。原因

につきましては、配水量が増加したということなんですけれども、気温の低下によります水道

管の凍結、破損によります漏水、あるいは凍結防止対策としての夜間などの流し水の量が増え

たのではないかというふうに想定をしております。２月の１０日におきます給水制限につきま

しては、同じく２月の８日ぐらいから、かなり気温が下がりまして、このときも同じように壬

生の配水池の水位が低下し、併せて他地域におきましても、配水池の低下がかなりありました。

特に壬生の配水池につきましては継続して安定した給水ができるという見込みがなかなか難し

い状況になりましたので、給水制限をさせていただいたんですけれども、こちらにおきまして

も、やはり気温の低下によります水道管の凍結、破損による漏水、また流し水の量の増加とい

うことで、原因がそこにあるのではないかというふうに考えております。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 水道管の破裂、あるいは凍っちゃいけんので、防止のために水をずうっと流

し続けたという、２つの原因ぐらいしか考えられないんかなと私も思います。その漏水原因、

多分そうだろうということですが、その原因把握、箇所の把握ということで、職員のほうで人

海戦術によって破損箇所をずうっと調査をされて歩いたということでした。大変寒い大雪の中

で、どこか見つけて歩くのも大変なご苦労があったんじゃないかというふうに思います。その

調査結果、漏水発見箇所というのが壬生、八重、本地、水道供給しておる地区で、合計３７件
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の報告を受けておりますけども、これはすべて水道管の破裂による漏水ということでよろしい

でしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 上下水道課長。 

○上下水道課長（中川克也） 水道管の破裂もありますし、給湯器からの漏水も何件かあります。

それから水道メータでの漏水等もございました。ちょっと件数については、明確にはこちらで

はご報告できません。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） どっちにしても寒いということで、水が通るものがええことならんかったと

いうことだと思いますが、その破損箇所、現場のというのは空き家なり公共施設、いつも誰か

が使わない建物におけるものだというふうに思うわけですが、そのほかにもあるんか分かりま

せんが、その内訳というのはだいたいどの程度ですか。それと実際に住んでおられる方が、破

れて、ずうっと水が出よって、それが分からなかったという場合もあるかも分かりませんが、

もし分かれば。 

○議長（伊藤久幸） 上下水道課長。 

○上下水道課長（中川克也） 申し訳ございません。件数については今データを持っておりません

ので、後ほどご報告させていただきます。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 要は、留守の家が多かったという程度の答弁でいいと思いますが。 

○議長（伊藤久幸） 上下水道課長。 

○上下水道課長（中川克也） 留守家庭のところもありましたけれども、実際にお住まいのところ

でも、水道メータによって確認をさせていただいて、使ってはおられないんですが、水道メー

タが回っているので、どこかで漏水があったというところもかなりございました。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 実際に住んでおられても、そういうことがあったんかなというふうに思いま

す。私もお聞きしましたら、洗濯機が凍って全く動かなくなって困ったんだというふうなこと

もありましたので、壁の中に隠れておる水道管も凍結で破損ということがあったんだろうと思

います。私の家も実際トイレの水が、破れまではしませんでしたが、出なくて大変困ったとい

うような状況でありました。時間断水したわけですが、この工業団地に立地する企業の方、や

むなく、結構長い間、４日間時間断水をされたということで休業あるいは操業時間の短縮とい

ったふうな企業にとって損失が出たんじゃないかと思いますが、そういったことを把握をされ

ておるでしょうか。 

○議長（伊藤久幸） 商工観光課長。 

○商工観光課長（沼田真路） 企業対応ということでございますので、商工観光課からお答え申し

上げます。時間断水が実施されました翌日１６日、商工観光課の職員が３カ所の工業団地等の

対象となる企業３２社を直接訪問し、おわびと状況の説明を行うとともに、企業活動に対する

操業状況、影響及び要望事項の把握を行っております。訪問した際の情報を関係課と共有しま

して、対応可能な事項については迅速な対応に努めてきたところでございます。なお、企業の

損失金額については調査をしておりません。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 調査を聞き取りをされたということで安心をしましたけども、多大な迷惑を
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かけられたということなんで、適切な対応されたんだというふうに思いますが、その中で、こ

ういったことをしてほしいとか、いろんな要望があったのか、損失額を把握してないというこ

となんで、損害賠償せえというようなことはなかったんだと思いますが、企業からの要望等が

もしあればお聞きをしたいと思います。 

○議長（伊藤久幸） 商工観光課長。 

○商工観光課長（沼田真路） 企業からの要望でございますけども、早期の断水解消という要望は

もちろん第一にございました。そのほか断水の可能性が想定される場合、可能性があるという

段階から情報の提供をお願いしたいとの意見が多くございました。これを受けまして、関係課

と連携をしてホームページに最新の水位のトレンドを掲載するとともに、企業への連絡メール

を活用しまして、迅速かつ定期的な情報提供を心がけたところでございます。以上です。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 企業によっては、そういった自前の自社のタンクを持っておられる方もあり

ますし、本社のほうに、そういった給水用の施設を持っておられるところもあると思いますが、

ほとんどが町内の水道水を頼っておられるんだというふうに思います。企業が、水が、去年か

ら続いているわけですから、二度同じことが繰り返されたわけですから、そこまではいかない

にしても、企業が撤退をしていくというふうな一つの条件にならないように、これからも企業

と密接な関係づくりといいますか、要望等聞いて、この水だけじゃなくて、いろんなことで企

業といろいろ会議を重ねる必要があろうかというふうに思っております。今もありました、こ

れまでもありましたように、冬季に安定した給水をするために、今後の方策について、水の供

給も含めてどういうふうな対応していこうかという、その方策についてのお考えをお聞きをし

ます。 

○議長（伊藤久幸） 上下水道課長。 

○上下水道課長（中川克也） 今後の対応ということでございますが、水道事業といたしましては、

現在、壬生浄水場におきまして、暫定取水施設の工事を行っております。完成すれば現在より、

日量で言いますと、約１０００トンぐらいの取水の増量ができる計画になっております。あわ

せて、浄水装置につきましては、移動式の浄水装置を常設をしまして、浄水能力の向上を図る

計画をしております。これによりまして、継続して安定した給水を行ってまいります。以上で

す。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） 給水量を増やす施設が整備をして、今年度６月にはそれが完成をするという

ことで、水の量も増えてくるということでございます。一番大事なことで、この千代田地域は

大変水が少ないということであります。そういった施設の整備は大変いい事業だというふうに

思っております。水は、整備は進んでいますけども、無駄な水を使わないということで、今の

破裂等も、空き家等もあるということですので、今後の対策として、また、今年度そういった

時期になる前に空き家等、あるいは公共施設の管理者等にもう一度念押しのそういった広報活

動が必要じゃないかというふうに思っております。ぜひ前向きに検討していただければと思い

ますが、それについて、今のところそういったことが検討されておればお答えをいただきたい

と思います。 

○議長（伊藤久幸） 上下水道課長。 

○上下水道課長（中川克也） 空き家対策につきましては、開栓をされておりますところにつきま
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しては、今現在お住まいでないところにつきましても、毎月検針をしておりますので、その状

態で、もし水道の使用の形態があるようであれば、漏水の可能性があるという確認もしており

ます。また、議員おっしゃられますように、事前にお知らせをして、漏水等の注意の呼びかけ

をしていきたいというふうに思います。公共施設につきましても、かなり今回の寒波によりま

す影響で学校施設、あるいは開発センター等の施設で漏水がありましたけれども、そういった

ところも担当されている課のほうにお願いをして、随時確認していただくようにお願いしたい

と思います。 

○議長（伊藤久幸） 森脇議員。 

○６番（森脇誠悟） また、月日が流れますと忘れますので、その適切な時期にぜひともそういっ

た方法をとってほしいというふうに思います。最後になりますけども、取水施設整備により、

これまでより配水量は増えるというふうな答弁を今いただいたところであります。安心はして

おりますけども、寒波は自然相手であります。断水は昨年に続き、先ほど言いましたように、

２年連続断水という状況が生まれております。また今回も広島市をはじめ６つの市町から給水

車の派遣をして協力を受けております。思わぬ、またこれも予算がいる話だろうと思います。

いま一度この対応策について熟考していただいて、住民、あるいは企業の不安を取り除くため

にも、行政のこの一層の努力を要望しまして、私の質問を終わりたいと思います。何か最後に

まとめの答弁があればお願いをいたします。 

○議長（伊藤久幸） 町長。 

○町長（箕野博司） 担当のほうから、いろいろ対策等もお話をさせていただいたところでありま

すけども、この断水というのは、今後絶対起こさないような形で進めていきたいというふうに

思っております。工業団地の方には、今年大変迷惑をおかけしたわけでありますけども、そう

いうことのないように細心の注意を払っていきたいと思っております。ただ、これも自然現象

の中で、どういうことが起きるかわからないということもありますので、取水量は増えるわけ

でありますけども、いろいろ対策は講じていきたいと考えておるところであります。 

○議長（伊藤久幸） これで森脇議員の質問を終わります。お諮りします。本日の会議はこの程度

にして、明日８日に延会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議長（伊藤久幸） 異議なしと認めます。よって本日は、これで延会とします。なお、明日の会

議は１０時から、本日に引き続き一般質問を行います。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午後  ４時 ０５分  延 会 
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